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金融機関の皆さまへ

TKCモニタリング情報サービス通信
3月から開始された新たな信用保証制度においても
TKCモニタリング情報サービスが期待されています （詳細は14ページをご覧ください）
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▪巻頭言

変
わ
ら
な
い
本
質
の
中
に
こ
そ
、
絶
え
ず
流
れ
ゆ
く
変
化
が
あ
る

令
和
8
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
年
明
け
か
ら
世
界
情
勢
を
含
め
て
激
動

の
ニ
ュ
ー
ス
が
続
き
、
今
年
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ

そ
う
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
変
化
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、

同
時
に
そ
れ
だ
け
多
く
の
機
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

鴨
長
明
が
著
し
た
『
方
丈
記
』
に
は
、
こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

行
く
川
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
本
の
水
に
あ
ら
ず
。

よ
ど
み
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
、

か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
久
し
く
と
ゞ
ま
る
こ
と
な
し
。

川
の
水
は
絶
え
間
な
く
流
れ
、
同
じ
場
所
を
見
て
も
そ
こ
に
あ
る
水
は

す
で
に
別
の
も
の
。
泡
も
生
ま
れ
て
は
消
え
、
形
を
保
ち
続
け
る
も
の
は
な

い
。
長
明
は
、
世
界
の
「
常
に
変
わ
り
続
け
る
姿
」
を
こ
う
表
し
ま
し
た
。

ま
さ
に
「
不
易
流
行
」
の
精
神
で
あ
り
、
変
わ
ら
な
い
本
質
の
中
に
こ

め
と
し
た
同
志
の
皆
さ
ま
の
努
力
の
結
果
で
す
。
来
る
衆
院
選
後
、
新
た

な
体
制
で
T
K
C
政
経
研
の
最
重
点
要
望
で
あ
る
「
消
費
税
の
毎
月
納
付
」

や
「
優
良
な
電
子
帳
簿
の
普
及
・
一
般
化
」
の
実
現
に
傾
注
し
ま
す
。

②
「
日
本
成
長
戦
略
会
議
・
新
戦
略
策
定
の
た
め
の
資
産
運
用
立
国
推
進

分
科
会
」

昨
年
末
、
高
市
首
相
が
本
部
長
を
務
め
る
日
本
成
長
戦
略
会
議
本
部
の

下
に
「
新
戦
略
策
定
の
た
め
の
資
産
運
用
立
国
推
進
分
科
会
」
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
委
員
に
は
、
日
本
の
中
小
企
業
金
融
の
第
一
人
者
で
あ
り
、

T
K
C
全
国
会
運
動
に
も
深
い
理
解
を
示
さ
れ
て
い
る
家
森
信
善
神
戸
大

学
経
済
経
営
研
究
所
教
授
を
は
じ
め
、
金
融
分
野
の
有
識
者
が
選
任
さ
れ
、

私
も
そ
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
就
任

に
あ
た
り
、
肩
書
が
個
人
で
は
な
く
、「
T
K
C
全
国
会
会
長
」
と
さ
れ

た
こ
と
を
大
変
重
く
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
T
K
C
全
国
会
の

取
り
組
み
が
社
会
的
な
信
頼
と
納
得
を
得
て
い
る
証
左
で
あ
り
、
大
き
な

喜
び
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
本
分
科
会
は
金
融
を
通
じ
、
日
本
経
済
と
地

方
経
済
の
潜
在
力
を
解
き
放
つ
た
め
の
戦
略
の
策
定
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し

て
い
ま
す
。
全
国
の
中
小
企
業
の
発
展
に
資
す
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら
尽

力
い
た
し
ま
す
。

③
社
会
（
政
界
）
の
納
得

T
K
C
政
経
研
で
は
、「
租
税
正
義
の
実
現
」
の
観
点
か
ら
「
消
費
税

の
毎
月
納
付
」
を
最
重
点
で
提
言
し
て
い
ま
す
。
消
費
税
の
滞
納
額
が

4
3
8
3
億
円
に
の
ぼ
る
（
国
税
庁
令
和
5
年
度
統
計
年
報
）
現
状
は
看

過
で
き
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
日
本
の
消
費
税
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
付
加
価
値
税
の
先
進
国
と
比
べ
て
現
制
度
に
問
題
が
あ
る
た
め
、

そ
の
改
正
は
不
可
欠
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
市
T
K
C
議
連
会
長

か
ら
は
、『
T
K
C
会
報
』
1
月
号
に
お
い
て
「
T
K
C
議
連
の
足
下
の

そ
、
絶
え
ず
流
れ
ゆ
く
変
化
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

今
年
も
、
変
化
の
中
か
ら
機
会
を
見
出
し
て
い
く
1
年
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

昨
年
か
ら
2
0
3
0
年
ま
で
の
6
年
間
、
T
K
C
全
国
会
は
「
会
計
事

務
所
の
経
営
革
新
税
理
士
の
4
大
業
務
を
完
遂
し
、
中
小
企
業
を
元
気

に
し
よ
う
！
─
─
月
次
決
算
体
制
の
構
築
が
す
べ
て
の
基
本
」
を
運
動
方

針
に
掲
げ
、
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
日
は
、
昨
年
1
年
間
の

運
動
を
振
り
返
っ
た
上
で
、
2
年
目
と
な
る
本
年
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て
ご
説
明
し
ま
す
。

Ⅰ

は
じ
め
に
─
令
和
７
年
の
振
り
返
り

Ⅱ

会
計
事
務
所
業
界
の
二
極
化

Ⅲ

巡
回
監
査
の
本
質

Ⅳ

税
理
士
が
行
う
巡
回
監
査
が
全
部
監
査
で
あ
る
べ
き
理
由

Ⅰ

は
じ
め
に
─
令
和
7
年
の
振
り
返
り

T
K
C
政
経
研
運
動
・
社
会
の
納
得
・
金
融
機
関
と
の
連
携

①
自
民
党
T
K
C
議
員
連
盟
の
ト
ッ
プ
3
役
が
新
政
権
の
重
要
ポ
ス
ト
に

就
任

昨
年
6
月
19
日
、

約
3
年
ぶ
り
に
自
由

民
主
党
T
K
C
議
員

連
盟（
T
K
C
議
連
）

総
会
を
開
催
し
、

故
安
倍
晋
三
元
総
理

の
後
任
と
し
て
高
市

早
苗
衆
議
院
議
員
が

会
長
に
就
任
さ
れ
ま

し
た
。そ
の
後
、高
市

新
会
長
は
、
10
月
に

自
民
党
総
裁
と
な
り
、
第
1
0
4
代
首
相
と
な
っ
た
こ
と
は
ご
承
知
の
通

り
で
す
。
11
月
に
開
催
し
た
T
K
C
議
連
総
会
で
は
、
片
山
さ
つ
き
財
務

大
臣
が
会
長
代
行
へ
、
城
内
実
日
本
成
長
戦
略
担
当
大
臣
が
幹
事
長
に
そ

れ
ぞ
れ
就
任
さ
れ
、
T
K
C
議
連
3
役
が
、
そ
の
ま
ま
高
市
内
閣
の
主
力

閣
僚
と
な
り
、
最
強
の
布
陣
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
T
K
C
全

国
政
経
研
究
会
（
以
下
、
T
K
C
政
経
研
）
が
長
年
に
わ
た
っ
て
政
治
運

動
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
趣
旨
を
深
く
理
解
さ
れ

各
地
で
政
治
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
た
多
く
の
会
員
先
生
を
は
じ

会
計
事
務
所
の
経
営
革
新

税
理
士
の
４
大
業
務
を
完
遂
し
、中
小
企
業
を

元
気
に
し
よ
う
！

─
─
月
次
決
算
体
制
の
構
築
が
す
べ
て
の
基
本

◎
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
政
経
研
究
会

会
長

坂
本
孝
司

巻
頭
言（
令
和
8
年
T
K
C
全
国
会
政
策
発
表
会「
T
K
C
全
国
会
会
長
講
演
」よ
り
）

■
と
き
：
令
和
8
年
1
月
16
日
㈮
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く
理
解
さ
れ

各
地
で
政
治
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
た
多
く
の
会
員
先
生
を
は
じ

会
計
事
務
所
の
経
営
革
新

税
理
士
の
４
大
業
務
を
完
遂
し
、中
小
企
業
を

元
気
に
し
よ
う
！

─
─
月
次
決
算
体
制
の
構
築
が
す
べ
て
の
基
本

◎
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
政
経
研
究
会

会
長

坂
本
孝
司

巻
頭
言（
令
和
8
年
T
K
C
全
国
会
政
策
発
表
会「
T
K
C
全
国
会
会
長
講
演
」よ
り
）

■
と
き
：
令
和
8
年
1
月
16
日
㈮

3
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■巻頭言

課
題
は
、『
消
費
税
の
毎
月
納
付
』
提
言
の
実
現
で
す
。（
省
略
）
全
国
会

創
設
時
か
ら
の
哲
学
で
あ
る
『
租
税
正
義
の
実
現
』
の
観
点
か
ら
現
状
の

多
額
な
消
費
税
滞
納
は
看
過
で
き
な
い
こ
と
、『
会
計
で
会
社
を
強
く
す

る
』
信
念
に
照
ら
し
て
、
税
金
の
滞
納
や
そ
れ
に
起
因
す
る
融
資
謝
絶
、

倒
産
等
か
ら
中
小
企
業
を
守
る
有
効
な
施
策
で
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
、
強

く
賛
同
し
て
い
ま
す
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和
9
年

の
改
正
を
見
据
え
、
関
係
団
体
や
、
与
野
党
議
員
に
理
解
を
広
げ
、
提
言

活
動
を
加
速
し
て
い
き
ま
す
。

④
社
会
（
官
界
）
の
納
得

昨
年
は
江
島
一
彦
国
税
庁
長
官
を
濱
田
秀
文
全
国
会
書
面
添
付
推
進
委

員
長
と
表
敬
訪
問
し
、
税
理
士
法
第
2
条
の
3
に
基
づ
く
事
業
者
の
業
務

の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
ま
し
た
。
江
島
長
官
か
ら
は
「『
税

務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
─
税
務
行
政
の
将

来
像
2
0
2
3
─
』
は
国
税
庁
が
一
方
的
に
推
進
す
る
も
の
で
は
な
く
、

事
業
者
に
最
も
身
近
な
税
理
士
の
サ
ポ
ー
ト
が
大
き
い
と
期
待
し
て
い
ま

す
」
と
会
計
事
務
所
内
だ
け
で
は
な
く
、
関
与
先
企
業
を
含
め
た
デ
ジ
タ

ル
化
を
指
向
す
る
T
K
C
全
国
会
運
動
を
、
後
押
し
し
て
い
た
だ
く
お
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
伊
藤
豊
金
融
庁
長
官
と
の
対
談
で
は
、

地
域
中
小
企
業
の
存
続
と
発
展
に
向
け
て
、
地
域
金
融
機
関
と
顧
問
税
理

士
に
よ
る
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
構
築
や
、
金
融
機
関
同
席
に
よ
る
「
決

算
報
告
会
」
の
開
催
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
伊
藤
長
官
か
ら
は
「
融
資
先
を
選
定
し
た
上
で
金
融
機

関
が
同
席
す
る
『
決
算
報
告
会
』
は
非
常
に
い
い
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま

す
。
経
営
者
、
金
融
機
関
、
税
理
士
の
三
者
が
揃
っ
て
事
業
の
現
状
や
将

来
に
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
で
色
々
な
気
付
き
や
打
ち
手
を
考
え
る
機
会

に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
期
待
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
決
算
報

違
い
は
シ
ン
プ
ル
で
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ

れ
に
尽
き
る
の
で
す
。

「
丸
抱
え
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
い
う
の
は
、
会
計
事
務
所
内
の
デ
ジ

タ
ル
化
・
D
X
に
主
眼
を
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
票
・
記
帳
代
行
を
主

に
行
い
、
大
量
の
顧
客
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
会
計
事
務
所
で
す
。
一
方
、

「
月
次
巡
回
監
査
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
い
う
の
は
、
関
与
先
企
業
に

対
し
て
も
D
X
を
進
め
、
一
気
通
貫
の
シ
ス
テ
ム
、
税
務
当
局
が
言
う
デ

ジ
タ
ル
シ
ー
ム
レ
ス
を
実
現
し
て
、
事
務
所
内
の
生
産
性
向
上
と
同
時
に

高
付
加
価
値
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
会
計
事
務
所
で
す
。

前
者
は
、
目
先
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
顧
客
側
が
受
け
入
れ
や
す
く
、

若
い
世
代
の
税
理
士
が
飛
び
つ
き
や
す
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
経

営
者
に
対
し
て
会
計
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
な
ど
の
「
啓
蒙
」
を
行
わ
ず
、

起
票
・
記
帳
代
行
に
よ
っ
て
、
税
理
士
法
第
45
条
第
2
項
違
反
（
相
当
注

意
義
務
違
反
）
と
な
る
リ
ス
ク
が
極
め
て
高
く
、
そ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど

の
理
事
会
で
の
安
部
知
格
副
会
長
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
通
り
、
懲
戒
処

分
事
例
が
増
え
て
い
る
状
況
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

皆
さ
ん
に
は
「
会
計
で
会
社
を
強
く
す
る
」
こ
と
を
経
営
者
に
し
っ
か

り
啓
蒙
し
、
記
帳
（
入
力
）
は
関
与
先
企
業
で
行
っ
て
も
ら
い
、
月
次
巡

回
監
査
を
徹
底
し
て
断
行
し
、
そ
の
上
で
税
理
士
の
4
大
業
務
（
税
務
・

会
計
・
保
証
・
経
営
助
言
）
を
実
施
す
る
「
不
死
身
の
事
務
所
経
営
」
を

体
現
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
月
次
巡
回
監
査
は
、
税
理
士
法
第
2
条
の
3
が
求
め
る
通
り
、

会
計
事
務
所
内
は
も
と
よ
り
関
与
先
企
業
の
D
X
を
推
進
し
て
、
紙
の
証

憑
や
電
子
取
引
デ
ー
タ
（
P
D
F
な
ど
）
の
保
存
や
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ

を
活
用
し
て
仕
訳
デ
ー
タ
を
自
動
で
生
成
す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率
化
を

促
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
自
動
生
成
さ
れ
た
仕
訳
の
誤
り

告
会
」
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
会
員
事
務
所
も
少

な
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
、
新
た
に
開
催
手
法
に
関
す
る
オ
ン
デ

マ
ン
ド
研
修
等
を
提
供
し
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、
多
く
の
会
員
事
務
所

で
実
践
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑤
金
融
機
関
と
の
連
携

昨
年
は
地
域
金
融
機
関
と
税
理
士
に
よ
る
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
テ

ー
マ
に
5
月
に
中
国
銀
行
（
加
藤
貞
則
頭
取
、
安
部
知
格
中
国
会
会
長
）、

ま
た
、
10
月
に
常
陽
銀
行
（
秋
野
哲
也
頭
取
、
増
山
英
和
関
東
信
越
会
会

長
）
と
の
鼎
談
を
実
施
し
ま
し
た
。
鼎
談
で
は
、
T
K
C
全
国
会
運
動
、

と
り
わ
け
、
融
資
先
を
選
定
し
た
上
で
金
融
機
関
が
同
席
す
る
「
決
算
報

告
会
」
の
開
催
を
提
案
し
ま
し
た
。
加
藤
中
国
銀
行
頭
取
か
ら
は
、「
信

頼
性
の
高
い
決
算
書
と
決
算
報
告
会
は
有
意
義
」
と
、
秋
野
常
陽
銀
行
頭

取
か
ら
は
、「
M
I
S
で
決
算
書
な
ど
の
迅
速
性
や
信
頼
性
が
高
ま
り
、

我
々
も
早
期
に
支
援
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど
と

評
価
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
の
強
化
を

全
国
各
地
で
広
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

Ⅱ

会
計
事
務
所
業
界
の
二
極
化

月
次
巡
回
監
査
体
制
を
構
築
し
、﹁
不
死
身
の
事
務
所
経
営
﹂
を

現
在
、
会
計
事
務
所
業
界
は
最
大
の
岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
丸
抱
え
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
、「
月
次
巡
回
監
査
体
制
」
の
会
計
事

務
所
の
二
極
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
ス
ラ
イ
ド
1
）。
私

は
こ
の
状
況
を
非
常
に
懸
念
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
会
計
事
務
所
の

©TKC全国会 2026 0

Ⅱ 会計事務所業界の二極化（丸抱え体制と月次巡回監査体制）
１．起票代行・記帳代行丸抱えによる顧客の大量獲得

目先のニーズに応えるため顧客側が

受け入れやすく、若い世代の税理士も

飛びつきやすい。

経営者に対し会計リテラシーの向上など

啓蒙を行わず、領収書や通帳を預かって

入力代行するのが中心なので、経営助言

も形だけにならざるを得ない。

記帳（入力）は関与先企業で行ってもらい、

その上で税理士の４大業務を実施する。

「会計で会社を強くする」ことを経営者に

対してしっかりと理解を図る。

目先のニーズに応えるため顧客側が

受け入れやすく、若い世代の税理士も

飛びつきやすい

会計事務所内のＤＸに主眼を置き、
記帳代⾏や起票代⾏をデジタル化して
⼤量の顧客を獲得しようとするグループ

会計で会社を強くする」ことを経営者に

対してしっかりと理解を図る。

関与先企業と併せてシームレスにＤＸを推進し、
⼀気通貫のクラウドシステムにより事務所内の
⽣産性向上と同時に⾼付加価値サービスを提供
しようとするグループ

©TKC全国会 2026

製販分離

しようとするグループ
税理士法第２条の３

不死身の事務所経営相当注意義務違反の恐れ

丸抱え 月次巡回監査体制

□スライド1
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■巻頭言

課
題
は
、『
消
費
税
の
毎
月
納
付
』
提
言
の
実
現
で
す
。（
省
略
）
全
国
会

創
設
時
か
ら
の
哲
学
で
あ
る
『
租
税
正
義
の
実
現
』
の
観
点
か
ら
現
状
の

多
額
な
消
費
税
滞
納
は
看
過
で
き
な
い
こ
と
、『
会
計
で
会
社
を
強
く
す

る
』
信
念
に
照
ら
し
て
、
税
金
の
滞
納
や
そ
れ
に
起
因
す
る
融
資
謝
絶
、

倒
産
等
か
ら
中
小
企
業
を
守
る
有
効
な
施
策
で
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
、
強

く
賛
同
し
て
い
ま
す
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和
9
年

の
改
正
を
見
据
え
、
関
係
団
体
や
、
与
野
党
議
員
に
理
解
を
広
げ
、
提
言

活
動
を
加
速
し
て
い
き
ま
す
。

④
社
会
（
官
界
）
の
納
得

昨
年
は
江
島
一
彦
国
税
庁
長
官
を
濱
田
秀
文
全
国
会
書
面
添
付
推
進
委

員
長
と
表
敬
訪
問
し
、
税
理
士
法
第
2
条
の
3
に
基
づ
く
事
業
者
の
業
務

の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
ま
し
た
。
江
島
長
官
か
ら
は
「『
税

務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
─
税
務
行
政
の
将

来
像
2
0
2
3
─
』
は
国
税
庁
が
一
方
的
に
推
進
す
る
も
の
で
は
な
く
、

事
業
者
に
最
も
身
近
な
税
理
士
の
サ
ポ
ー
ト
が
大
き
い
と
期
待
し
て
い
ま

す
」
と
会
計
事
務
所
内
だ
け
で
は
な
く
、
関
与
先
企
業
を
含
め
た
デ
ジ
タ

ル
化
を
指
向
す
る
T
K
C
全
国
会
運
動
を
、
後
押
し
し
て
い
た
だ
く
お
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
伊
藤
豊
金
融
庁
長
官
と
の
対
談
で
は
、

地
域
中
小
企
業
の
存
続
と
発
展
に
向
け
て
、
地
域
金
融
機
関
と
顧
問
税
理

士
に
よ
る
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
構
築
や
、
金
融
機
関
同
席
に
よ
る
「
決

算
報
告
会
」
の
開
催
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
伊
藤
長
官
か
ら
は
「
融
資
先
を
選
定
し
た
上
で
金
融
機

関
が
同
席
す
る
『
決
算
報
告
会
』
は
非
常
に
い
い
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま

す
。
経
営
者
、
金
融
機
関
、
税
理
士
の
三
者
が
揃
っ
て
事
業
の
現
状
や
将

来
に
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
で
色
々
な
気
付
き
や
打
ち
手
を
考
え
る
機
会

に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
期
待
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
決
算
報

違
い
は
シ
ン
プ
ル
で
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ

れ
に
尽
き
る
の
で
す
。

「
丸
抱
え
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
い
う
の
は
、
会
計
事
務
所
内
の
デ
ジ

タ
ル
化
・
D
X
に
主
眼
を
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
票
・
記
帳
代
行
を
主

に
行
い
、
大
量
の
顧
客
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
会
計
事
務
所
で
す
。
一
方
、

「
月
次
巡
回
監
査
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
い
う
の
は
、
関
与
先
企
業
に

対
し
て
も
D
X
を
進
め
、
一
気
通
貫
の
シ
ス
テ
ム
、
税
務
当
局
が
言
う
デ

ジ
タ
ル
シ
ー
ム
レ
ス
を
実
現
し
て
、
事
務
所
内
の
生
産
性
向
上
と
同
時
に

高
付
加
価
値
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
会
計
事
務
所
で
す
。

前
者
は
、
目
先
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
顧
客
側
が
受
け
入
れ
や
す
く
、

若
い
世
代
の
税
理
士
が
飛
び
つ
き
や
す
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
経

営
者
に
対
し
て
会
計
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
な
ど
の
「
啓
蒙
」
を
行
わ
ず
、

起
票
・
記
帳
代
行
に
よ
っ
て
、
税
理
士
法
第
45
条
第
2
項
違
反
（
相
当
注

意
義
務
違
反
）
と
な
る
リ
ス
ク
が
極
め
て
高
く
、
そ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど

の
理
事
会
で
の
安
部
知
格
副
会
長
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
通
り
、
懲
戒
処

分
事
例
が
増
え
て
い
る
状
況
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

皆
さ
ん
に
は
「
会
計
で
会
社
を
強
く
す
る
」
こ
と
を
経
営
者
に
し
っ
か

り
啓
蒙
し
、
記
帳
（
入
力
）
は
関
与
先
企
業
で
行
っ
て
も
ら
い
、
月
次
巡

回
監
査
を
徹
底
し
て
断
行
し
、
そ
の
上
で
税
理
士
の
4
大
業
務
（
税
務
・

会
計
・
保
証
・
経
営
助
言
）
を
実
施
す
る
「
不
死
身
の
事
務
所
経
営
」
を

体
現
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
月
次
巡
回
監
査
は
、
税
理
士
法
第
2
条
の
3
が
求
め
る
通
り
、

会
計
事
務
所
内
は
も
と
よ
り
関
与
先
企
業
の
D
X
を
推
進
し
て
、
紙
の
証

憑
や
電
子
取
引
デ
ー
タ
（
P
D
F
な
ど
）
の
保
存
や
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ

を
活
用
し
て
仕
訳
デ
ー
タ
を
自
動
で
生
成
す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率
化
を

促
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
自
動
生
成
さ
れ
た
仕
訳
の
誤
り

告
会
」
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
会
員
事
務
所
も
少

な
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
、
新
た
に
開
催
手
法
に
関
す
る
オ
ン
デ

マ
ン
ド
研
修
等
を
提
供
し
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、
多
く
の
会
員
事
務
所

で
実
践
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑤
金
融
機
関
と
の
連
携

昨
年
は
地
域
金
融
機
関
と
税
理
士
に
よ
る
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
テ

ー
マ
に
5
月
に
中
国
銀
行
（
加
藤
貞
則
頭
取
、
安
部
知
格
中
国
会
会
長
）、

ま
た
、
10
月
に
常
陽
銀
行
（
秋
野
哲
也
頭
取
、
増
山
英
和
関
東
信
越
会
会

長
）
と
の
鼎
談
を
実
施
し
ま
し
た
。
鼎
談
で
は
、
T
K
C
全
国
会
運
動
、

と
り
わ
け
、
融
資
先
を
選
定
し
た
上
で
金
融
機
関
が
同
席
す
る
「
決
算
報

告
会
」
の
開
催
を
提
案
し
ま
し
た
。
加
藤
中
国
銀
行
頭
取
か
ら
は
、「
信

頼
性
の
高
い
決
算
書
と
決
算
報
告
会
は
有
意
義
」
と
、
秋
野
常
陽
銀
行
頭

取
か
ら
は
、「
M
I
S
で
決
算
書
な
ど
の
迅
速
性
や
信
頼
性
が
高
ま
り
、

我
々
も
早
期
に
支
援
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど
と

評
価
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
の
強
化
を

全
国
各
地
で
広
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

Ⅱ

会
計
事
務
所
業
界
の
二
極
化

月
次
巡
回
監
査
体
制
を
構
築
し
、﹁
不
死
身
の
事
務
所
経
営
﹂
を

現
在
、
会
計
事
務
所
業
界
は
最
大
の
岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
丸
抱
え
体
制
」
の
会
計
事
務
所
と
、「
月
次
巡
回
監
査
体
制
」
の
会
計
事

務
所
の
二
極
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
ス
ラ
イ
ド
1
）。
私

は
こ
の
状
況
を
非
常
に
懸
念
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
会
計
事
務
所
の

©TKC全国会 2026 0

Ⅱ 会計事務所業界の二極化（丸抱え体制と月次巡回監査体制）
１．起票代行・記帳代行丸抱えによる顧客の大量獲得

目先のニーズに応えるため顧客側が

受け入れやすく、若い世代の税理士も

飛びつきやすい。

経営者に対し会計リテラシーの向上など

啓蒙を行わず、領収書や通帳を預かって

入力代行するのが中心なので、経営助言

も形だけにならざるを得ない。

記帳（入力）は関与先企業で行ってもらい、

その上で税理士の４大業務を実施する。

「会計で会社を強くする」ことを経営者に

対してしっかりと理解を図る。

目先のニーズに応えるため顧客側が

受け入れやすく、若い世代の税理士も

飛びつきやすい

会計事務所内のＤＸに主眼を置き、
記帳代⾏や起票代⾏をデジタル化して
⼤量の顧客を獲得しようとするグループ

会計で会社を強くする」ことを経営者に

対してしっかりと理解を図る。

関与先企業と併せてシームレスにＤＸを推進し、
⼀気通貫のクラウドシステムにより事務所内の
⽣産性向上と同時に⾼付加価値サービスを提供
しようとするグループ

©TKC全国会 2026

製販分離

しようとするグループ
税理士法第２条の３

不死身の事務所経営相当注意義務違反の恐れ

丸抱え 月次巡回監査体制

□スライド1
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■巻頭言

な
ど
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
が
月
次
巡
回
監
査
を
「
三
現
主
義
（
現
地
・

現
物
・
現
人
）」
に
基
づ
き
実
施
し
、
事
実
認
定
作
業
を
行
い
ま
す
。
こ

の
取
り
組
み
が
、
関
与
先
企
業
の
会
計
へ
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
後
の
経

営
助
言
な
ど
の
土
台
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

T
K
C
全
国
会
初
代
会
長
の
飯
塚
毅
博
士
が
創
設
期
か
ら
掲
げ
て
き
た

の
は
「
起
票
代
行
を
し
な
い
」
事
務
所
経
営
で
あ
り
、
関
与
先
企
業
に
よ

る
起
票
や
記
帳
を
指
導
し
て
き
ま
し
た
。
D
X
時
代
に
入
り
、
こ
の
姿
勢

を
貫
け
る
事
務
所
と
、
そ
う
で
な
い
事
務
所
の
二
極
化
の
行
く
末
は
、
よ

り
鮮
明
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
は
関
与
先
企
業
へ
の
「
啓
蒙
」
と

「
指
導
」
を
土
台
に
関
与
先
企
業
の
存
続
と
発
展
と
、「
不
死
身
の
事
務
所

経
営
」
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
春
に
は
金
融
庁
の
監
督

指
針
が
改
正
さ
れ
、
金
融
機
関
に
よ
る
「
経
理
業
務
の
受
託
等
」
が
明
確

化
さ
れ
る
な
ど
の
変
化
が
訪
れ
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
「
会
計
で
会
社
を

強
く
す
る
」
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
、
月
次
決
算
体
制
の
構
築
、
書
面
添

付
な
ど
に
よ
っ
て
我
々
T
K
C
会
計
人
の
力
を
存
分
に
発
揮
す
る
好
機
と

捉
え
ま
し
ょ
う
。

Ⅲ

巡
回
監
査
の
本
質

巡
回
監
査
は
﹁
三
現
主
義
﹂
を
徹
底
し
な
い
限
り
、
成
立
し
な
い

次
に
、
な
ぜ
我
々
の
「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
が
重
要
な
の
か
。
こ
の
答

え
は
『
T
K
C
会
計
人
の
行
動
基
準
書
』
第
3
章

実
践
規
定
3
─
2
─

1
︻
巡
回
監
査
の
意
義
︼
に
あ
り
ま
す
。

「
巡
回
監
査
と
は
、
関
与
先
を
毎
月
及
び
期
末
決
算
時
に
巡
回
し
、
会
計

能
を
発
揮
さ
れ
ま
す
」
と
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
2
）。

ま
た
租
税
法
の
権
威
で
あ
る
増
田
英
敏
専
修
大
学
法
学
部
教
授
は
、

「
巡
回
監
査
は
、
請
求
書
や
領
収
書
な
ど
の
証
憑
を
第
一
次
の
証
拠
資
料

と
し
て
収
集
・
確
認
し
て
、
そ
れ
が
会
計
帳
簿
に
連
結
し
て
、
数
字
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
作
業
で
あ
り
、
紛
争
予
防
に
不
可
欠

な
も
の
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
巡
回
監
査
を
怠
れ
ば
、
税
務
署
か
ら
の
指
摘
や
関
与
先
企

業
か
ら
の
責
任
追
及
で
会
計
事
務
所
は
一
夜
に
し
て
崩
れ
て
し
ま
う
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
三
現
主
義
に
基
づ
く
月
次
巡
回
監
査
が
、

会
計
事
務
所
と
関
与
先
企
業
を
守
る
唯
一
の
道
と
な
り
ま
す
。

Ⅳ

税
理
士
が
行
う
巡
回
監
査
が
全
部
監
査
で
あ
る
べ
き
理
由

全
部
監
査
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
は
、﹁
啓
蒙
﹂
と
﹁
指
導
﹂
が
重
要

巡
回
監
査
が
「
全
部
監
査
」
で
あ
る
べ
き
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
税
理
士
法
遵
守
の
証
明
、
相
当
注
意
義
務
の
履
行
」
の

た
め
で
す
。
税
理
士
法
第
45
条
は
「
税
理
士
は
、
真
正
の
事
実
に
基
づ
い

て
、税
理
士
業
務
（
第
2
条
第
1
項
業
務
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
訓
示
規
定
を
設
け
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ざ
相
当
注
意
義

務
違
反
を
問
わ
れ
れ
ば
事
務
所
は
一
夜
に
し
て
窮
地
に
陥
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
毎
月
・
期
末
の
事
実
認
定
を
貫
く
巡
回
監
査
=
全
部
監

査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
「
真
正
の
事
実
に
立
脚
し
て
い

る
」
こ
と
を
可
視
化
し
、
法
的
防
衛
線
を
築
く
の
で
す
。

二
つ
目
は
、「
事
実
関
係
究
明
義
務
の
履
行
」
の
た
め
で
す
。
日
々
の

資
料
並
び
に
会
計
記
録
の
適
法
性
、
正
確
性
及
び
適
時
性
を
確
保
す
る
た

め
、
会
計
事
実
の
真
実
性
、
実
在
性
、
網
羅
性
を
確
か
め
、
か
つ
指
導
す

る
こ
と
で
あ
る
」。

こ
の
よ
う
に
︻
巡
回
監
査
の
意
義
︼
に
は
、
毎
月
関
与
先
を
訪
れ
事
実

認
定
作
業
を
行
い
、
最
後
に
「
指
導
す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
指
導
力
の
発
揮
が
最
も
重
要
に
な
る
の
で
す
。

税
理
士
に
よ
る
巡
回
監
査
はm

ust

（
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

で
は
な
くshall

（
そ
う
す
る
べ
き
）
で
あ
り
、
い
わ
ば
運
動
で
す
。
指
導

力
こ
そ
が
会
員
事
務
所
の
生
命
線
で
す
。
運
動
で
あ
る
以
上
、
時
に
は
仲

間
の
会
員
の
背
中
を
押
し
、
未
入
会
の
税
理
士
に
も
働
き
か
け
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
関
与
先
企
業
だ
け
で
は
な
く
同
業
者
へ
の
啓
蒙
も
重
要

な
の
で
す
。

し
か
し
近
年
、
ク
ラ
ウ
ド
化
が
進
展
し
た
こ
と
で
、
T
K
C
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
T
I
S
C
）
に
保
存
し
た
証
憑
な
ど
の

電
子
デ
ー
タ
を
会
計
事
務
所
で
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
こ
と
が
関
与
先
企
業
に
出
向
か
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
少
な
く
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
月
次
巡
回
監
査
を
「
現
地
（
現
場
）・
現

物
（
証
拠
）・
現
人
（
顔
の
見
え
る
関
係
）」
の
「
三
現
主
義
」
に
基
づ
き

実
施
し
な
い
限
り
、
事
実
認
定
作
業
は
行
え
ま
せ
ん
。
税
務
署
が
現
地
に

行
く
の
に
、
我
々
が
行
か
ず
し
て
ど
う
し
ま
す
か
。
現
地
で
現
物
を
確
認

し
、
経
営
者
や
経
理
担
当
者
と
の
会
話
や
そ
の
様
子
な
ど
か
ら
、
異
変
や

不
正
を
察
知
す
る
─
─
こ
れ
が
事
実
認
定
作
業
の
根
幹
で
す
。

「
三
現
主
義
」
に
関
し
て
会
計
学
・
監
査
論
の
権
威
で
あ
る
千
代
田
邦
夫

先
生
か
ら
も
「『
三
現
主
義
』
で
あ
れ
ば
ま
さ
し
く
仕
訳
の
裏
に
存
在
す

る
取
引
の
実
態
（
経
済
実
態
）
を
把
握
し
、
税
理
士
の
皆
さ
ん
が
指
導
機

©TKC全国会 2026

巡回監査はなぜ絶対に必要なのか

税理士はどのようにして、自己の法的責任である「真正の事実」に準拠する業務ができるで

しょうか。

第一は、企業経営者の心に常にベルトを引っ掛けて、彼らを不正経理に走らせない工夫をこ

らすこと（現人=坂本）。第二は、関与先企業の現場に出かけて行って（現地=坂本）、会計

処理の網羅性、真実性、実在性を確証してくること（現物=坂本）、以上です。そのためには、

少なくとも月の内に一回以上は、関与先を訪問して、経営者の心に果たして正しくベルトが

掛かっているかどうか、会計処理に網羅性、真実性、実在性があるかどうかを確かめ、とき

には厳然として警告を発すること、が絶対の条件となります。これが巡回監査です。

出典：飯塚毅「巡回監査実施必然の論理」『ＴＫＣ会報』1982年3月号,4-5頁

Ⅲ 巡回監査の本質
２．巡回監査の必要性

出典：千代田邦夫教授、坂本孝司全国会会長 巻頭対談「職業会計人の独立性」『ＴＫＣ会報』2025年7月号,11頁

巡回監査実施必然の理論

現地・現物・現人の「三現主義」という言葉は、とてもわかりやすくて良いですね。公認会計士が行う財

務諸表監査と税理士が行う巡回監査は異なることから線引きが難しいと感じでいました。この「三現主

義」であればまさしく仕訳の裏に存在する取引の実態（経済実態）を把握し、税理士の皆さんが指導機

能を発揮されます。まさに、“キーワード”です。

元金融庁公認会計士・監査審査会会長千代田邦夫 立命館アジア太平洋大学客員教授

□スライド2
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■巻頭言

な
ど
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
が
月
次
巡
回
監
査
を
「
三
現
主
義
（
現
地
・

現
物
・
現
人
）」
に
基
づ
き
実
施
し
、
事
実
認
定
作
業
を
行
い
ま
す
。
こ

の
取
り
組
み
が
、
関
与
先
企
業
の
会
計
へ
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
後
の
経

営
助
言
な
ど
の
土
台
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

T
K
C
全
国
会
初
代
会
長
の
飯
塚
毅
博
士
が
創
設
期
か
ら
掲
げ
て
き
た

の
は
「
起
票
代
行
を
し
な
い
」
事
務
所
経
営
で
あ
り
、
関
与
先
企
業
に
よ

る
起
票
や
記
帳
を
指
導
し
て
き
ま
し
た
。
D
X
時
代
に
入
り
、
こ
の
姿
勢

を
貫
け
る
事
務
所
と
、
そ
う
で
な
い
事
務
所
の
二
極
化
の
行
く
末
は
、
よ

り
鮮
明
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
は
関
与
先
企
業
へ
の
「
啓
蒙
」
と

「
指
導
」
を
土
台
に
関
与
先
企
業
の
存
続
と
発
展
と
、「
不
死
身
の
事
務
所

経
営
」
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
春
に
は
金
融
庁
の
監
督

指
針
が
改
正
さ
れ
、
金
融
機
関
に
よ
る
「
経
理
業
務
の
受
託
等
」
が
明
確

化
さ
れ
る
な
ど
の
変
化
が
訪
れ
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
「
会
計
で
会
社
を

強
く
す
る
」
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
、
月
次
決
算
体
制
の
構
築
、
書
面
添

付
な
ど
に
よ
っ
て
我
々
T
K
C
会
計
人
の
力
を
存
分
に
発
揮
す
る
好
機
と

捉
え
ま
し
ょ
う
。

Ⅲ

巡
回
監
査
の
本
質

巡
回
監
査
は
﹁
三
現
主
義
﹂
を
徹
底
し
な
い
限
り
、
成
立
し
な
い

次
に
、
な
ぜ
我
々
の
「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
が
重
要
な
の
か
。
こ
の
答

え
は
『
T
K
C
会
計
人
の
行
動
基
準
書
』
第
3
章

実
践
規
定
3
─
2
─

1
︻
巡
回
監
査
の
意
義
︼
に
あ
り
ま
す
。

「
巡
回
監
査
と
は
、
関
与
先
を
毎
月
及
び
期
末
決
算
時
に
巡
回
し
、
会
計

能
を
発
揮
さ
れ
ま
す
」
と
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
2
）。

ま
た
租
税
法
の
権
威
で
あ
る
増
田
英
敏
専
修
大
学
法
学
部
教
授
は
、

「
巡
回
監
査
は
、
請
求
書
や
領
収
書
な
ど
の
証
憑
を
第
一
次
の
証
拠
資
料

と
し
て
収
集
・
確
認
し
て
、
そ
れ
が
会
計
帳
簿
に
連
結
し
て
、
数
字
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
作
業
で
あ
り
、
紛
争
予
防
に
不
可
欠

な
も
の
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
巡
回
監
査
を
怠
れ
ば
、
税
務
署
か
ら
の
指
摘
や
関
与
先
企

業
か
ら
の
責
任
追
及
で
会
計
事
務
所
は
一
夜
に
し
て
崩
れ
て
し
ま
う
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
三
現
主
義
に
基
づ
く
月
次
巡
回
監
査
が
、

会
計
事
務
所
と
関
与
先
企
業
を
守
る
唯
一
の
道
と
な
り
ま
す
。

Ⅳ

税
理
士
が
行
う
巡
回
監
査
が
全
部
監
査
で
あ
る
べ
き
理
由

全
部
監
査
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
は
、﹁
啓
蒙
﹂
と
﹁
指
導
﹂
が
重
要

巡
回
監
査
が
「
全
部
監
査
」
で
あ
る
べ
き
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
税
理
士
法
遵
守
の
証
明
、
相
当
注
意
義
務
の
履
行
」
の

た
め
で
す
。
税
理
士
法
第
45
条
は
「
税
理
士
は
、
真
正
の
事
実
に
基
づ
い

て
、税
理
士
業
務
（
第
2
条
第
1
項
業
務
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
訓
示
規
定
を
設
け
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ざ
相
当
注
意
義

務
違
反
を
問
わ
れ
れ
ば
事
務
所
は
一
夜
に
し
て
窮
地
に
陥
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
毎
月
・
期
末
の
事
実
認
定
を
貫
く
巡
回
監
査
=
全
部
監

査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
「
真
正
の
事
実
に
立
脚
し
て
い

る
」
こ
と
を
可
視
化
し
、
法
的
防
衛
線
を
築
く
の
で
す
。

二
つ
目
は
、「
事
実
関
係
究
明
義
務
の
履
行
」
の
た
め
で
す
。
日
々
の

資
料
並
び
に
会
計
記
録
の
適
法
性
、
正
確
性
及
び
適
時
性
を
確
保
す
る
た

め
、
会
計
事
実
の
真
実
性
、
実
在
性
、
網
羅
性
を
確
か
め
、
か
つ
指
導
す

る
こ
と
で
あ
る
」。

こ
の
よ
う
に
︻
巡
回
監
査
の
意
義
︼
に
は
、
毎
月
関
与
先
を
訪
れ
事
実

認
定
作
業
を
行
い
、
最
後
に
「
指
導
す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
指
導
力
の
発
揮
が
最
も
重
要
に
な
る
の
で
す
。

税
理
士
に
よ
る
巡
回
監
査
はm

ust

（
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

で
は
な
くshall

（
そ
う
す
る
べ
き
）
で
あ
り
、
い
わ
ば
運
動
で
す
。
指
導

力
こ
そ
が
会
員
事
務
所
の
生
命
線
で
す
。
運
動
で
あ
る
以
上
、
時
に
は
仲

間
の
会
員
の
背
中
を
押
し
、
未
入
会
の
税
理
士
に
も
働
き
か
け
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
関
与
先
企
業
だ
け
で
は
な
く
同
業
者
へ
の
啓
蒙
も
重
要

な
の
で
す
。

し
か
し
近
年
、
ク
ラ
ウ
ド
化
が
進
展
し
た
こ
と
で
、
T
K
C
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
T
I
S
C
）
に
保
存
し
た
証
憑
な
ど
の

電
子
デ
ー
タ
を
会
計
事
務
所
で
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
こ
と
が
関
与
先
企
業
に
出
向
か
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
少
な
く
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
月
次
巡
回
監
査
を
「
現
地
（
現
場
）・
現

物
（
証
拠
）・
現
人
（
顔
の
見
え
る
関
係
）」
の
「
三
現
主
義
」
に
基
づ
き

実
施
し
な
い
限
り
、
事
実
認
定
作
業
は
行
え
ま
せ
ん
。
税
務
署
が
現
地
に

行
く
の
に
、
我
々
が
行
か
ず
し
て
ど
う
し
ま
す
か
。
現
地
で
現
物
を
確
認

し
、
経
営
者
や
経
理
担
当
者
と
の
会
話
や
そ
の
様
子
な
ど
か
ら
、
異
変
や

不
正
を
察
知
す
る
─
─
こ
れ
が
事
実
認
定
作
業
の
根
幹
で
す
。

「
三
現
主
義
」
に
関
し
て
会
計
学
・
監
査
論
の
権
威
で
あ
る
千
代
田
邦
夫

先
生
か
ら
も
「『
三
現
主
義
』
で
あ
れ
ば
ま
さ
し
く
仕
訳
の
裏
に
存
在
す

る
取
引
の
実
態
（
経
済
実
態
）
を
把
握
し
、
税
理
士
の
皆
さ
ん
が
指
導
機
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巡回監査はなぜ絶対に必要なのか

税理士はどのようにして、自己の法的責任である「真正の事実」に準拠する業務ができるで

しょうか。

第一は、企業経営者の心に常にベルトを引っ掛けて、彼らを不正経理に走らせない工夫をこ

らすこと（現人=坂本）。第二は、関与先企業の現場に出かけて行って（現地=坂本）、会計

処理の網羅性、真実性、実在性を確証してくること（現物=坂本）、以上です。そのためには、

少なくとも月の内に一回以上は、関与先を訪問して、経営者の心に果たして正しくベルトが

掛かっているかどうか、会計処理に網羅性、真実性、実在性があるかどうかを確かめ、とき

には厳然として警告を発すること、が絶対の条件となります。これが巡回監査です。

出典：飯塚毅「巡回監査実施必然の論理」『ＴＫＣ会報』1982年3月号,4-5頁

Ⅲ 巡回監査の本質
２．巡回監査の必要性

出典：千代田邦夫教授、坂本孝司全国会会長 巻頭対談「職業会計人の独立性」『ＴＫＣ会報』2025年7月号,11頁

巡回監査実施必然の理論

現地・現物・現人の「三現主義」という言葉は、とてもわかりやすくて良いですね。公認会計士が行う財

務諸表監査と税理士が行う巡回監査は異なることから線引きが難しいと感じでいました。この「三現主

義」であればまさしく仕訳の裏に存在する取引の実態（経済実態）を把握し、税理士の皆さんが指導機

能を発揮されます。まさに、“キーワード”です。

元金融庁公認会計士・監査審査会会長千代田邦夫 立命館アジア太平洋大学客員教授

□スライド2
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■巻頭言

は
あ
る
も
の
の
、
全
国

で
は
現
在
30
万
社
超
が

実
施
し
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
半
数
を
T
K
C

会
員
が
占
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
い
に
誇
る
べ

き
こ
と
で
す
。

結
び
と
し
て
、
経
営

者
の「
現
世
的
ニ
ー
ズ
」

に
迎
合
す
る
の
で
は
な

く
、
関
与
先
企
業
へ
の

「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」

が
重
要
で
す
。
6
年
間

に
わ
た
る
全
国
会
運
動

の
2
年
目
と
な
る
本
年

は
、
月
次
巡
回
監
査
の

実
施
「
社
数
」
を
増
や

し
て
、
月
次
決
算
体
制
を
構
築
し
た
中
小
企
業
を
数
多
く
創
り
ま
し
ょ
う
。

我
々
が
、「
簿
記
・
会
計
」、「
税
理
士
」、「
月
次
巡
回
監
査
」、「
T
K
C

シ
ス
テ
ム
」
の
価
値
を
情
熱
を
持
っ
て
正
し
く
伝
え
る
こ
と
で
、
経
営
者

を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
必
ず
や
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、
啓
蒙
し
た
量
だ

け
、
日
本
の
企
業
は
健
全
に
な
り
ま
す
。

社
会
の
納
得
を
得
て
、
共
に
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
健
全
性
と
成
長
に

貢
献
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

（
構
成
／
T
K
C
出
版

米
倉
寛
之
）

事
実
認
定
究
明
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
、
損
害
賠
償
リ

ス
ク
は
減
り
、
信
頼
が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
内
包
」
と
「
外
延
」
の
考
え
方
で
す
。
内
包
と

い
う
の
は
、「
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
」
の
こ
と
で
、
我
々
で
言
え
ば
「
巡

回
監
査
」
の
こ
と
で
あ
り
、
月
次
巡
回
監
査
は
、
三
現
主
義
に
基
づ
く
法

律
判
断
業
務
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
F
X
ク
ラ
ウ
ド
で
事
前
確
認
業
務
が
で
き

て
い
て
も
、
事
実
の
認
定
は
現
地
に
赴
か
な
け
れ
ば
、
判
定
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
上
で
、
巡
回
監
査
前
の
事
前
確
認
業
務
に
関
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
を

活
用
し
て
、
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
前
確
認

業
務
と
三
現
主
義
に
基
づ
く
月
次
巡
回
監
査
の
違
い
を
、
肝
に
銘
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
の
外
延
は
、「
時
代
対
応
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ

れ
は
「
F
X
ク
ラ
ウ
ド
シ
リ
ー
ズ
」
や
「
巡
回
監
査
機
能
」、「
全
部
監
査

（
試
査
で
は
な
く
）
の
効
率
的
実
施
体
制
の
構
築
」
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

で
は
、
全
部
監
査
の
効
率
的
実
施
体
制
を
ど
う
構
築
す
る
の
か
。

そ
の
重
要
な
考
え
方
が
「
T
K
C
方
式
の
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
す

（
ス
ラ
イ
ド
3
）。
こ
れ
は
、「
全
部
監
査
」
を
現
実
的
か
つ
効
果
的
に
運

用
す
る
た
め
の
概
念
で
す
。

飯
塚
毅
博
士
は
、
①
企
業
の
内
部
統
制
制
度
が
完
全
に
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
②
企
業
の
会
計
事
務
担
当
者
が
、
税
務
に
関
す
る
会
計
処
理
に

つ
い
て
、
高
度
の
専
門
的
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
③
企
業
の
経
営
者

や
そ
の
他
の
幹
部
が
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
絶
対
に
不
正
を
行
わ
な
い

ぞ
、
と
の
強
固
な
決
意
を
有
す
る
こ
と
─
─
こ
れ
ら
の
3
条
件
が
具
備
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
巡
回
監
査
は
必
要
な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
中
小
企
業
で
こ
の
理
想
形
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
こ
そ
全
部
監
査
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
全
部
監
査
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
は
、
次
の
⑴
~
⑶
の
要

件
を
関
与
先
企
業
が
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」

を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑴
内
部
統
制
の
整
備
（
記
帳
の
削
除
・
訂
正
・
修
正
等
の
履
歴
が
残
る

電
子
帳
簿
シ
ス
テ
ム
の
利
用
︑
事
前
確
認
業
務
な
ど
）

⑵
経
理
責
任
者
の
簿
記
・
会
計
知
識
の
向
上

⑶
経
営
者
や
幹
部
の
納
税
意
識
の
醸
成

こ
の
3
要
件
で
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
抑
え
ま
す
。
た
だ
、
顧
客
ご
と
に

⑴
~
⑶
の
充
足
状
況
に
は
濃
淡
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
1
社
1
社
と
向
き
合

い
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
書
面
添
付
を

行
う
た
め
に
は
「
全
部
監
査
」
が
必
要
と
な
り
、『
T
K
C
会
計
人
の
行

動
基
準
書
』
に
は
︻
書
面
添
付
制
度
の
意
義
︼
が
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
会
員
は
、
税
理
士
業
務
の
完
璧
な
履
行
を
目
指
し
て
前
項
の
巡
回
監
査

を
実
施
し
、
税
理
士
法
上
の
相
当
注
意
義
務
を
履
行
し
た
証
左
と
し
て
、

税
理
士
法
第
33
条
の
2
第
1
項
に
規
定
す
る
書
面
を
積
極
的
に
申
告
書
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

効
率
的
な
全
部
監
査
の
実
施
に
お
け
る
「
効
率
性
」
と
い
う
の
は
、
税

理
士
法
第
45
条
第
2
項
の
相
当
注
意
義
務
を
履
行
し
、
真
正
の
事
実
に
基

づ
い
た
業
務
の
遂
行
が
で
き
る
か
否
か
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
具

体
的
に
は
書
面
添
付
が
実
施
で
き
る
レ
ベ
ル
と
な
り
ま
す
。
書
面
添
付
を

行
う
た
め
に
は
、
厳
格
な
税
法
の
規
定
が
も
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
当
然
、

全
部
監
査
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
書
面
添
付
に
関
し
て
は
任
意
監
査
で
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■巻頭言

は
あ
る
も
の
の
、
全
国

で
は
現
在
30
万
社
超
が

実
施
し
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
半
数
を
T
K
C

会
員
が
占
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
い
に
誇
る
べ

き
こ
と
で
す
。

結
び
と
し
て
、
経
営

者
の「
現
世
的
ニ
ー
ズ
」

に
迎
合
す
る
の
で
は
な

く
、
関
与
先
企
業
へ
の

「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」

が
重
要
で
す
。
6
年
間

に
わ
た
る
全
国
会
運
動

の
2
年
目
と
な
る
本
年

は
、
月
次
巡
回
監
査
の

実
施
「
社
数
」
を
増
や

し
て
、
月
次
決
算
体
制
を
構
築
し
た
中
小
企
業
を
数
多
く
創
り
ま
し
ょ
う
。

我
々
が
、「
簿
記
・
会
計
」、「
税
理
士
」、「
月
次
巡
回
監
査
」、「
T
K
C

シ
ス
テ
ム
」
の
価
値
を
情
熱
を
持
っ
て
正
し
く
伝
え
る
こ
と
で
、
経
営
者

を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
必
ず
や
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、
啓
蒙
し
た
量
だ

け
、
日
本
の
企
業
は
健
全
に
な
り
ま
す
。

社
会
の
納
得
を
得
て
、
共
に
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
健
全
性
と
成
長
に

貢
献
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

（
構
成
／
T
K
C
出
版

米
倉
寛
之
）

事
実
認
定
究
明
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
、
損
害
賠
償
リ

ス
ク
は
減
り
、
信
頼
が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
内
包
」
と
「
外
延
」
の
考
え
方
で
す
。
内
包
と

い
う
の
は
、「
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
」
の
こ
と
で
、
我
々
で
言
え
ば
「
巡

回
監
査
」
の
こ
と
で
あ
り
、
月
次
巡
回
監
査
は
、
三
現
主
義
に
基
づ
く
法

律
判
断
業
務
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
F
X
ク
ラ
ウ
ド
で
事
前
確
認
業
務
が
で
き

て
い
て
も
、
事
実
の
認
定
は
現
地
に
赴
か
な
け
れ
ば
、
判
定
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
上
で
、
巡
回
監
査
前
の
事
前
確
認
業
務
に
関
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
を

活
用
し
て
、
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
前
確
認

業
務
と
三
現
主
義
に
基
づ
く
月
次
巡
回
監
査
の
違
い
を
、
肝
に
銘
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
の
外
延
は
、「
時
代
対
応
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ

れ
は
「
F
X
ク
ラ
ウ
ド
シ
リ
ー
ズ
」
や
「
巡
回
監
査
機
能
」、「
全
部
監
査

（
試
査
で
は
な
く
）
の
効
率
的
実
施
体
制
の
構
築
」
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

で
は
、
全
部
監
査
の
効
率
的
実
施
体
制
を
ど
う
構
築
す
る
の
か
。

そ
の
重
要
な
考
え
方
が
「
T
K
C
方
式
の
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
す

（
ス
ラ
イ
ド
3
）。
こ
れ
は
、「
全
部
監
査
」
を
現
実
的
か
つ
効
果
的
に
運

用
す
る
た
め
の
概
念
で
す
。

飯
塚
毅
博
士
は
、
①
企
業
の
内
部
統
制
制
度
が
完
全
に
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
②
企
業
の
会
計
事
務
担
当
者
が
、
税
務
に
関
す
る
会
計
処
理
に

つ
い
て
、
高
度
の
専
門
的
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
③
企
業
の
経
営
者

や
そ
の
他
の
幹
部
が
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
絶
対
に
不
正
を
行
わ
な
い

ぞ
、
と
の
強
固
な
決
意
を
有
す
る
こ
と
─
─
こ
れ
ら
の
3
条
件
が
具
備
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
巡
回
監
査
は
必
要
な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
中
小
企
業
で
こ
の
理
想
形
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
こ
そ
全
部
監
査
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
全
部
監
査
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
は
、
次
の
⑴
~
⑶
の
要

件
を
関
与
先
企
業
が
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」

を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑴
内
部
統
制
の
整
備
（
記
帳
の
削
除
・
訂
正
・
修
正
等
の
履
歴
が
残
る

電
子
帳
簿
シ
ス
テ
ム
の
利
用
︑
事
前
確
認
業
務
な
ど
）

⑵
経
理
責
任
者
の
簿
記
・
会
計
知
識
の
向
上

⑶
経
営
者
や
幹
部
の
納
税
意
識
の
醸
成

こ
の
3
要
件
で
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
抑
え
ま
す
。
た
だ
、
顧
客
ご
と
に

⑴
~
⑶
の
充
足
状
況
に
は
濃
淡
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
1
社
1
社
と
向
き
合

い
、「
啓
蒙
」
と
「
指
導
」
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
書
面
添
付
を

行
う
た
め
に
は
「
全
部
監
査
」
が
必
要
と
な
り
、『
T
K
C
会
計
人
の
行

動
基
準
書
』
に
は
︻
書
面
添
付
制
度
の
意
義
︼
が
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
会
員
は
、
税
理
士
業
務
の
完
璧
な
履
行
を
目
指
し
て
前
項
の
巡
回
監
査

を
実
施
し
、
税
理
士
法
上
の
相
当
注
意
義
務
を
履
行
し
た
証
左
と
し
て
、

税
理
士
法
第
33
条
の
2
第
1
項
に
規
定
す
る
書
面
を
積
極
的
に
申
告
書
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

効
率
的
な
全
部
監
査
の
実
施
に
お
け
る
「
効
率
性
」
と
い
う
の
は
、
税

理
士
法
第
45
条
第
2
項
の
相
当
注
意
義
務
を
履
行
し
、
真
正
の
事
実
に
基

づ
い
た
業
務
の
遂
行
が
で
き
る
か
否
か
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
具

体
的
に
は
書
面
添
付
が
実
施
で
き
る
レ
ベ
ル
と
な
り
ま
す
。
書
面
添
付
を

行
う
た
め
に
は
、
厳
格
な
税
法
の
規
定
が
も
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
当
然
、

全
部
監
査
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
書
面
添
付
に
関
し
て
は
任
意
監
査
で
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中小企業支援委員会 会
員
関
与
先
企
業
の﹁
決
算
報
告
会
﹂を
金
融
機
関
同
席
の
も
と
で
開
催
し
、関
与
先
社
長
・
金
融
機
関
・
顧
問
税
理
士
の

3
者
の﹁
顔
の
見
え
る
関
係
﹂を
構
築
す
る
取
り
組
み
が
全
国
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。今
回
、増
山
英
和
会
員︵
関
東
信
越

会
︶の
事
務
所
の
関
与
先
で
あ
る
山や
ま

藤と
う

鉄
工
株
式
会
社
に
お
い
て
、常
陽
銀
行
担
当
者
が
同
席
し
た
決
算
報
告
会
が
開
催

さ
れ
た
の
で
、関
係
者
の
ご
了
承
を
得
て
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
。当
日
は
、関
与
先
の
山
形
社
長
か
ら
会
社
の
業
績
や
将

来
ビ
ジ
ョ
ン
等
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、増
山
会
員
お
よ
び
常
陽
銀
行
担
当
者
か
ら
質
問
や
助
言
等
が
行
わ
れ
た
。

中小企業支援委員会から 決
算
数
値
の
背
景
や
社
長
の
想
い
を
確
認
で
き
、

業
績
見
通
し
と
そ
の
根
拠
、資
金
調
達
の
ニ
ー
ズ
等
を
把
握
！

■
と
き
：
令
和
7
年
11
月
19
日
㈬

■
と
こ
ろ
：
山
藤
鉄
工
株
式
会
社（
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
）

は
じ
め
に

山
形
社
長

本
日
は
お
集
ま
り
頂
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
当
社
は
9
月
決
算
な
の

で
、
決
算
報
告
会
を
毎
年
こ
の
時
期
に
開
催
し

て
お
り
ま
す
。

私
が
社
長
に
な
り
16
期
が
経
ち
ま
す
が
、
振

り
返
る
と
社
長
と
し
て
最
初
に
行
な
っ
た
仕
事

が
会
計
事
務
所
を
変
え
る
こ
と
で
し
た
。
地
元

の
経
営
者
の
集
会
で
増
山
先
生
の
講
演
を
お
聞

き
し
、
当
時
経
営
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
た
私

は
「
ど
う
し
て
も
こ
の
先
生
に
関
わ
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
2
~
3
日
後

に
は
先
生
に
直
接
お
会
い
し
、
関
与
し
て
頂
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

上
高
他
推
移
、
②
第
56
期
利
益
管
理
︵
前
年
対
比
︶、

③
第
56
期
経
営
指
標
、
④
第
56
期
決
算
︵
B
S
抜
粋
︶、

⑤
第
56
期
決
算
︵
P
L
抜
粋
︶、
⑥
売
上
高
／
シ
ェ
ア
の

推
移
、
⑦
第
56
期
目
標
達
成
度
、
⑧
不
良
発
生
と
改
善
提

案
の
状
況
、
⑨
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
俯
瞰
図
、
⑩
S
W
O
T

分
析
、
⑪
経
営
理
念
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
将
来
の
目
標
、

⑫
取
引
先
関
連
の
状
況
、
⑬
第
57
期
目
標
│
│
に
つ
い

て
、
以
下
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。︶

社
長
が
前
事
業
年
度
の
振
り
返
り
、

業
績
見
通
し
と
そ
の
根
拠
、

設
備
投
資
計
画・事
業
戦
略
等
を
説
明

山
形
社
長

当
社
は
、
発
電
設
備
及
び
付
帯

設
備
用
の
製
缶
品
の
製
造
、
金
属
加
工
品
の
製

造
等
を
メ
イ
ン
に
、
少
量
多
品
種
の
も
の
づ
く

り
が
特
徴
の
会
社
で
す
。

私
が
2
0
1
0
年
に
父
で
あ
る
先
代
か
ら
会

社
を
承
継
し
た
時
は
、
赤
字
（
債
務
超
過
）
で

し
た
。
就
任
2
年
目
か
ら
は
黒
字

決
算
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
が
、

今
回
の
決
算
で
は
赤
字
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
の

ち
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。

社
長
に
就
任
し
た
時
、
増
山
先

生
か
ら
変
動
損
益
計
算
書
、
い
わ

ゆ
る
変
動
費
と
固
定
費
、
限
界
利

益
に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

決
算
報
告
会
は
今
回
で
10
回
目
で
す
。
10
年

前
に
増
山
先
生
か
ら
の
ご
提
案
を
受
け
、
先
生

を
信
じ
て
素
直
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
当

時
業
績
の
良
い
会
社
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
だ
か
ら
こ
そ
や
り
な
さ
い
」
と
。
増
山
先
生
か

ら
は
定
期
的
に
経
営
に
関
す
る
「
宿
題
」
が
与

え
ら
れ
、
決
算
報
告
会
ま
で
に
そ
の
宿
題
を
終

え
、
ま
た
新
た
な
宿
題
に
取
り
組
む
│
│
そ
の

よ
う
な
こ
と

を
16
年
続
け

て
き
た
こ
と

で
、
当
社
の

体
質
も
段
々

と
強
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。

初
め
て
聞
い

た
と
き
は
よ

く
分
か
ら
ず
、

「
い
っ
た
い

何
ぞ
や
」
と

い
う
感
じ
で

し
た
。

と
こ
ろ
が

教
わ
っ
て
い

く
う
ち
に
、

費
用
を
変
動

費
と
固
定
費

に
分
解
し
、

固
定
費
を
完

全
に
別
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
非

常
に
し
っ
く
り
く
る
よ
う
に
な
り
、
当
社
の
経

営
を
行
う
上
で
「
限
界
利
益
（
率
）」
の
チ
ェ

ッ
ク
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

T
K
C
さ
ん
が
発
行
し
て
い
る
﹃
戦
略
経
営
者
﹄

に
載
っ
て
い
る
﹃
B
A
S
T
（
T
K
C
経
営
指
標
）﹄

の
数
値
と
比
較
し
て
、
勝
手
に
競
争
し
て
い
た

時
期
も
あ
り
ま
す
（
笑
）。

増
山
先
生
の
「
筋
肉
質
な
経
営
体
質
に
し
な

さ
い
」
と
い
う
指
導
の
も
と
、
月
次
決
算
体
制

構
築
に
取
り
組
み
、
変
動
損
益
計
算
書
を
活
用

し
て
無
駄
な
も
の
を
取
り
除
き
、「
売
り
上
げ

が
増
え
れ
ば
必
ず
利
益
が
出
る
」
と
い
う
構
造

に
す
べ
く
、
一
歩
ず
つ
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
決
算
報
告
会
は
、
弊
社
の
メ
イ
ン
バ
ン

ク
で
あ
る
常
陽
銀
行
さ
ん
に
ご
報
告
さ
せ
て
頂

く
こ
と
が
主
目
的
で
す
。
ぜ
ひ
忌
憚
な
い
ご
意

見
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

増
山
会
員

今
年
8
月
に
秋
野
常
陽
銀
行
頭

取
と
坂
本
T
K
C
全
国
会
会
長
と
私
と
で
鼎
談

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
地
元
で
ト
ッ
プ
バ
ン

ク
で
あ
る
常
陽
銀
行
様
と
、
我
々
T
K
C
会
員

が
中
小
企
業
支
援
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
か

い
連
携
強
化
を
図
り
、
経
営
者
・
地
域
金
融
機

関
・
顧
問
税
理
士
と
い
う
3
者
が
集
ま
る
こ
の

決
算
報
告
会
の
場
を
通
じ
て
、「
顔
の
見
え
る

関
係
」
を
深
め
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

︵
こ
の
後
、
山
形
社
長
か
ら
資
料
に
沿
っ
て
、
①
売

次
に
、
今
回
の
決
算
で
赤
字
と
な
っ
た
原
因

を
説
明
し
ま
す
。
理
由
は
明
確
で
、「
売
り
上

げ
が
減
少
し
た
」
た
め
で
す
。
今
期
は
、
主
要

取
引
先
上
位
3
社
の
売
り
上
げ
が
落
ち
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
C
O
2
排
出
の
問
題
に
よ
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
自
社
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
考
え

て
い
た
米
国
関
税
政
策
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。

今
後
の
業
績
の
見
通
し
と
し
て
は
、
逆
に
、

需
要
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
人
を
増
や
す
と
と
も

に
、
新
た
な
設
備
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
ま

す
の
で
、
支
店
長
に
は
あ
ら
た
め
て
相
談
に
の

っ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
私
か
ら
の
説
明

は
以
上
で
す
。
質
問
を
お
受
け
し
ま
す
。

質
疑
応
答

増
山
会
員

私
か
ら
よ
ろ
し
い
で
す
か
?

限
界
利
益
に
対
す
る
労
務
費
の
割
合
が
気
に
な

り
ま
す
。
今
後
、「
労
働
分
配
率
の
推
移
」
も

管
理
す
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
賃
上
げ
の
傾

向
も
続
く
の
で
、
色
々
な
対
策
を
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

山
形
社
長

そ
の
対
策
と
し
て
、
現
在
、
取
引

先
へ
の
値
上
げ
要
請
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
当
社
で
は
個
々
の
仕
事
に
お
け
る
利
益
を

管
理
し
て
い
ま
す
。
会
社
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ

社
員
の
待
遇
を
良
く
す
る
た
め
に
も
、「
付
加

価
値
の
高
い
仕
事
」
を
重
視
し
て
い
き
ま
す
。

山形社長常陽銀行 武藤支店長増山会員

山藤鉄工株式会社
所 在 地： 茨城県那珂郡東海村（平原工業団地）
業務内容： 発電設備及び付帯設備用の製缶品の製

造。金属加工品の製造（電動機部品・
発電機部品・工作機械部品・空調設備
部品・一般溶接構造物・機械加工）

設　　立：  昭和44年11月1日
社 員 数： 男性16名　女性5名　計21名（役員・

パート含む）

金
融
機
関
が
同
席
す
る「
決
算
報
告
会
」開
催
事
例
増
山
会
計
事
務
所（
関
東
信
越
会
）

■山藤鉄工株式会社
代表取締役社長 山形　洋司

■常陽銀行
久慈浜支店  支店長 武藤　賢治
久慈浜支店  支店長代理 大石　直樹
営業企画部  法人営業企画グループ主任調査役     髙田　悠馬

■増山会計事務所
所長 増山　英和
業務部長・巡回監査士 山埼　善博
監査課 小松崎拓矢

■TKC
茨城SCGサービスセンター長 根本　一徳
全国会事務局課長 松本　祥彦

（敬称略）

出席者
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中小企業支援委員会 会
員
関
与
先
企
業
の﹁
決
算
報
告
会
﹂を
金
融
機
関
同
席
の
も
と
で
開
催
し
、関
与
先
社
長
・
金
融
機
関
・
顧
問
税
理
士
の

3
者
の﹁
顔
の
見
え
る
関
係
﹂を
構
築
す
る
取
り
組
み
が
全
国
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。今
回
、増
山
英
和
会
員︵
関
東
信
越

会
︶の
事
務
所
の
関
与
先
で
あ
る
山や
ま

藤と
う

鉄
工
株
式
会
社
に
お
い
て
、常
陽
銀
行
担
当
者
が
同
席
し
た
決
算
報
告
会
が
開
催

さ
れ
た
の
で
、関
係
者
の
ご
了
承
を
得
て
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
。当
日
は
、関
与
先
の
山
形
社
長
か
ら
会
社
の
業
績
や
将

来
ビ
ジ
ョ
ン
等
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、増
山
会
員
お
よ
び
常
陽
銀
行
担
当
者
か
ら
質
問
や
助
言
等
が
行
わ
れ
た
。

中小企業支援委員会から 決
算
数
値
の
背
景
や
社
長
の
想
い
を
確
認
で
き
、

業
績
見
通
し
と
そ
の
根
拠
、資
金
調
達
の
ニ
ー
ズ
等
を
把
握
！

■
と
き
：
令
和
7
年
11
月
19
日
㈬

■
と
こ
ろ
：
山
藤
鉄
工
株
式
会
社（
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
）

は
じ
め
に

山
形
社
長

本
日
は
お
集
ま
り
頂
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
当
社
は
9
月
決
算
な
の

で
、
決
算
報
告
会
を
毎
年
こ
の
時
期
に
開
催
し

て
お
り
ま
す
。

私
が
社
長
に
な
り
16
期
が
経
ち
ま
す
が
、
振

り
返
る
と
社
長
と
し
て
最
初
に
行
な
っ
た
仕
事

が
会
計
事
務
所
を
変
え
る
こ
と
で
し
た
。
地
元

の
経
営
者
の
集
会
で
増
山
先
生
の
講
演
を
お
聞

き
し
、
当
時
経
営
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
た
私

は
「
ど
う
し
て
も
こ
の
先
生
に
関
わ
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
2
~
3
日
後

に
は
先
生
に
直
接
お
会
い
し
、
関
与
し
て
頂
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

上
高
他
推
移
、
②
第
56
期
利
益
管
理
︵
前
年
対
比
︶、

③
第
56
期
経
営
指
標
、
④
第
56
期
決
算
︵
B
S
抜
粋
︶、

⑤
第
56
期
決
算
︵
P
L
抜
粋
︶、
⑥
売
上
高
／
シ
ェ
ア
の

推
移
、
⑦
第
56
期
目
標
達
成
度
、
⑧
不
良
発
生
と
改
善
提

案
の
状
況
、
⑨
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
俯
瞰
図
、
⑩
S
W
O
T

分
析
、
⑪
経
営
理
念
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
将
来
の
目
標
、

⑫
取
引
先
関
連
の
状
況
、
⑬
第
57
期
目
標
│
│
に
つ
い

て
、
以
下
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。︶

社
長
が
前
事
業
年
度
の
振
り
返
り
、

業
績
見
通
し
と
そ
の
根
拠
、

設
備
投
資
計
画・事
業
戦
略
等
を
説
明

山
形
社
長

当
社
は
、
発
電
設
備
及
び
付
帯

設
備
用
の
製
缶
品
の
製
造
、
金
属
加
工
品
の
製

造
等
を
メ
イ
ン
に
、
少
量
多
品
種
の
も
の
づ
く

り
が
特
徴
の
会
社
で
す
。

私
が
2
0
1
0
年
に
父
で
あ
る
先
代
か
ら
会

社
を
承
継
し
た
時
は
、
赤
字
（
債
務
超
過
）
で

し
た
。
就
任
2
年
目
か
ら
は
黒
字

決
算
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
が
、

今
回
の
決
算
で
は
赤
字
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
の

ち
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。

社
長
に
就
任
し
た
時
、
増
山
先

生
か
ら
変
動
損
益
計
算
書
、
い
わ

ゆ
る
変
動
費
と
固
定
費
、
限
界
利

益
に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

決
算
報
告
会
は
今
回
で
10
回
目
で
す
。
10
年

前
に
増
山
先
生
か
ら
の
ご
提
案
を
受
け
、
先
生

を
信
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取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
当

時
業
績
の
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会
社
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
だ
か
ら
こ
そ
や
り
な
さ
い
」
と
。
増
山
先
生
か

ら
は
定
期
的
に
経
営
に
関
す
る
「
宿
題
」
が
与

え
ら
れ
、
決
算
報
告
会
ま
で
に
そ
の
宿
題
を
終

え
、
ま
た
新
た
な
宿
題
に
取
り
組
む
│
│
そ
の

よ
う
な
こ
と

を
16
年
続
け

て
き
た
こ
と

で
、
当
社
の

体
質
も
段
々

と
強
く
な
っ

て
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ま
し
た
。

初
め
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い

た
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き
は
よ
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ず
、

「
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っ
た
い

何
ぞ
や
」
と

い
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。
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固
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ら
れ
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こ
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常
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く
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な
り
、
当
社
の
経

営
を
行
う
上
で
「
限
界
利
益
（
率
）」
の
チ
ェ

ッ
ク
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

T
K
C
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発
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し
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い
る
﹃
戦
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経
営
者
﹄
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っ
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﹃
B
A
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T
K
C
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標
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築
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取
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損
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取
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と
が
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忌
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ご
意
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頂
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ば
幸
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。
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は
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ろ
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く
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ま
す
。
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で
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・
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が
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決
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の
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通
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と
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。
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が
落
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も
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で
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ま
た
、
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社
へ
の
影
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は
少
な
い
と
考
え

て
い
た
米
国
関
税
政
策
の
影
響
も
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ま
し
た
。

今
後
の
業
績
の
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と
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、
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要
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ま
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を
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と
思
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。
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に
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費
の
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す
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今
後
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と
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と
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ま
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げ
の
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続
く
の
で
、
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な
対
策
を
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え
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お
く

必
要
が
あ
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の
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と
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て
、
現
在
、
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げ
要
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に
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り
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で
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と
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で
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は
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の
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に
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る
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を
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理
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い
ま
す
。
会
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を
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続
的
に
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せ

社
員
の
待
遇
を
良
く
す
る
た
め
に
も
、「
付
加

価
値
の
高
い
仕
事
」
を
重
視
し
て
い
き
ま
す
。
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社 員 数： 男性16名　女性5名　計21名（役員・

パート含む）

金
融
機
関
が
同
席
す
る「
決
算
報
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」開
催
事
例
増
山
会
計
事
務
所（
関
東
信
越
会
）

■山藤鉄工株式会社
代表取締役社長 山形　洋司
■常陽銀行
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出席者
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中小企業支援委員会

な
お
当
社
で
は
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
し
、

目
標
、
計
画
に
対
す
る
「
実
績
」
が
ど
う
だ
っ

た
か
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
俯
瞰
図
を
作
成
し
て
取
引
先
別
の
売
上
比

率
を
視
覚
的
に
把
握
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

本
日
の
決
算
報
告
会
の
資
料
も
全
社
員
に
公
開

し
て
「
ガ
ラ
ス
張
り
」
の
経
営
に
努
め
、
社
員

が
業
績
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

増
山
会
員

今
後
の
見
通
し
と
し
て
仕
事
が

増
加
す
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現

状
の
体
制
で
対
応
で
き
そ
う
で
す
か
。

山
形
社
長

難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
外
注
先
の
開
拓
や
採
用
活
動
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
実
習

生
の
雇
用
は
す
で
に
決
定
し
て
い
ま
す
。

取
引
先
に
は
当
社
の
技
術
力
や
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
力
を
評
価
頂
い
て
い
る
の
で
、
人
材
育

成
、
技
術
の
伝
承
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
の

点
、
新
入
社
員
と
ベ
テ
ラ
ン
が
ペ
ア
に
な
っ
て

仕
事
を
す
る
こ
と
で
当
社
の
理
念
の
浸
透
や
技

術
の
伝
承
が
自
然
と
行
わ
れ
て
い
る
状
況
で
す
。

武
藤
支
店
長

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
期
中
に
お
い
て
随
時
、
試
算
表
ベ
ー
ス

で
経
営
状
況
を
説
明
頂
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、

今
回
の
決
算
の
結
果
は
、
想
定
の
範
疇
で
す
。

お
話
に
あ
っ
た
人
件
費
に
つ
い
て
は
受
注
減

の
中
で
若
干
高
め
に
な
っ
て
い
ま
す
が
賃
上
げ

に
取
り
組
ま
れ
た
結
果
で
す
。
当
行
と
し
て
も

人
件
費
は
経
費
で
は
な
く
投
資
と
の
見
方
を
し

て
お
り
、
重
要
性
を
十
分
理
解
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
見
通
し
と
し
て
設
備
投
資
や
外
注
の

活
用
等
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
が
、
そ
う
す
る

と
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
が
上
が
る
ほ
ど
収
益
性
は

上
が
ら
な
い
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

山
形
社
長

い
え
、
お
そ
ら
く
上
が
る
と
思

い
ま
す
。
と
い
う
の
は
利
益
率
の
面
で
、
社
員

の
技
術
の
練
度
が
向
上
し
て
お
り
、
効
率
性
が

高
ま
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
ま
た
、
新
規
の
顧

客
開
拓
を
私
が
メ
イ
ン
で
行
う
よ
う
に
し
始
め

た
こ
と
も
利
益
率
に
貢
献
し
ま
す
。
常
陽
銀
行

さ
ん
に
は
昔
か
ら
大
変
な
時
も
本
当
に
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
良
い
数
字
を
出
し
て
報

い
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
す
。

大
石
支
店
長
代
理

い
わ
ゆ
る
下
請
法
（
2
0

2
6
年
1
月
1
日
か
ら
「
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
（
取

適
法
）」
に
名
称
変
更
）
の
関
係
で
、
決
算
や
入
金

サ
イ
ク
ル
等
に
変
化
は
あ
り
ま
す
か
。

山
形
社
長

今
回
の
決
算
か
ら
従
来
の
手
形

か
ら
現
金
へ
と
変
更
に
な
っ
た
取
引
先
が
あ
り

ま
す
。
売
上
額
が
大
き
い
取
引
先
の
中
で
、
手

形
交
付
は
な
く
な
り
、
入
金
サ
イ
ク
ル
が
非
常

に
良
く
な
り
ま
し
た
。

髙
田
主
任
調
査
役

本
日
は
銀
行
の
本
部
か

ら
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
山
藤
鉄
工
さ

ん
の
事
業
や
数
字
の
背
景
、
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン

等
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
、
極
め
て
貴
重
な

機
会
で
し
た
。
ま
た
、
本
日
の
よ
う
な
決
算
報

告
会
を
他
の
企
業
さ
ん
で
も
実
施
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
お
客
様
と
T
K
C
会
員
事
務
所
と
銀

行
と
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
て
い
け
れ
ば
よ

い
と
思
い
ま
し
た
。

山
形
社
長

皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
支
援
を

頂
き
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
を

も
ち
ま
し
て
決
算
報
告
会
を
終
了
し
ま
す
。

（
取
材
：
T
K
C
全
国
会
事
務
局

松
本
祥
彦
）

決算報告会終了後に山形社長（中央）を囲んで
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中小企業庁から

令
和
8
年
3
月
よ
り
、
新
た
な
信
用
保
証
制

度
で
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
強
化
型
特
別
保
証
制

度
（
以
下
、﹁
本
制
度
﹂
と
い
う
。）
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
本
制
度
は
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
（
以
下
、﹁
事
業
者
﹂
と
い
う
。）
が
認
定

経
営
革
新
等
支
援
機
関
（
以
下
、﹁
認
定
支
援

機
関
﹂
と
い
う
。）
と
連
携
し
、
自
ら
の
経
営

状
況
を
継
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
等
を
要
件
と

し
て
、
保
証
料
の
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。
本
制
度
が
事
業
者
の
皆
様
に
効

果
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
T
K
C
会
員

の
皆
様
な
ど
税
理
士
を
は
じ
め
と
し
た
認
定
支

援
機
関
の
方
々
の
本
制
度
に
対
す
る
ご
理
解
・

ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
稿
に
て
制
度
概

要
や
皆
様
へ
の
ご
期
待
等
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

制
度
創
設
の
背
景

本
制
度
に
係
る
議
論
は
、
令
和
6
年
12
月
よ

り
中
小
企
業
庁
に
て
開
催
さ
れ
た
﹁
円
滑
な
事

業
再
生
等
に
向
け
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
高
度
化

に
関
す
る
研
究
会
﹂
に
端
を
発
し
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
を
経
て
民
間
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
返
済
が
本

格
化
す
る
と
と
も
に
、
足
下
で
は
代
位
弁
済
率

や
倒
産
件
数
が
増
加
し
、
コ
ロ
ナ
前
の
水
準
に

戻
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
昨

今
で
は
、
価
格
高
騰
・
賃
上
げ
・
人
手
不
足
等
、

経
営
を
悪
化
さ
せ
得
る
要
因
が
多
様
化
し
つ
つ

あ
り
、
信
用
保
証
制
度
の
利
用
に
関
し
て
も
、

民
間
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
等
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
1
0
0

％
保
証
を
は
じ
め
と
す
る
保
証
付
融
資
が
増
加

し
、
保
証
協
会
が
実
質
的
に
メ
イ
ン
と
な
る
よ

う
な
事
業
者
が
増
加
し
て
い
る
状
況
で
す
。
こ

う
し
た
多
様
な
要
因
が
あ
る
中
、
事
業
再
生
の

現
場
で
は
、
例
え
ば
中
小
企
業
活
性
化
協
議
会

へ
の
案
件
の
持
ち
込
み
が
行
わ
れ
た
段
階
で
は

既
に
状
況
が
深
刻
化
し
、
円
滑
な
事
業
再
生
に

支
障
を
来
す
と
い
っ
た
事
案
が
発
生
し
て
お
り
、

事
業
者
に
お
け
る
経
営
状
況
悪
化
の
シ
グ
ナ
ル

に
対
し
て
早
期
の
予
兆
把
握
・
経
営
改
善
が
重

要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
で
、
事
業
者
自
ら

計
士
等
）
の
関
与
を
含

め
つ
つ
、
事
業
者
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る

信
用
保
証
の
仕
組
み
を

設
け
る
﹂
べ
き
と
の
方

向
性
を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。

こ
う
し
た
方
向
性
の

下
、
全
国
の
信
用
保
証

協
会
に
対
し
て
も
予
兆

管
理
に
関
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

多
く
の
協
会
で
金
融
機

関
や
支
援
者
と
の
連
携

に
よ
る
効
率
的
な
把
握

が
重
要
で
あ
る
と
い
う

声
や
、
予
兆
管
理
を
行

う
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
、

金
融
機
関
や
信
用
保
証

協
会
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
は
引
き
続
き
重
要

で
あ
る
一
方
、
加
え
て

一
定
程
度
の
経
営
支
援

能
力
の
あ
る
よ
う
な
税

理
士
等
の
視
点
も
合
わ

せ
て
複
眼
的
に
見
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
っ

が
日
頃
か
ら
経
営
状
況
を
把
握
す
る
習
慣
づ
け

が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

信
用
保
証
協
会
や
地
域
金
融
機
関
に
よ
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
だ
け
で
は
リ
ソ
ー
ス
制
約
等
の
観
点

か
ら
必
ず
し
も
十
分
な
対
応
を
行
え
て
い
な
い

こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

本
研
究
会
で
は
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
高
度
化
と
し
て
、
事
業
者
を

取
り
巻
く
関
係
者
の
更
な
る
連
携
深
化
の
下
、

事
業
者
か
ら
の
提
供
情
報
を
基
に
A
I
／
I
T

等
を
活
用
し
つ
つ
、
事
業
活
動
が
継
続
困
難
と

な
る
前
に
、
各
地
域
に
お
い
て
早
期
の
事
業
者

支
援
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
長
期
的
に
は
こ
う
し
た

デ
ー
タ
連
係
の
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、

短
期
的
に
は
、
事
業
者
の
情
報
提
供
・
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
協
力
を
前
提
と
し
た
信
用
保
証
の
仕
組

み
と
し
て
、﹁
事
業
者
の
定
期
的
な
情
報
提
供

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
の
促
進
に
一
層
の
実
効
性

を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者
と
の
定
期
的
な

接
点
を
持
つ
支
援
者
（
例
:
税
理
士
・
公
認
会

た
声
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
結
果
も
踏
ま

え
、
今
日
に
至
る
ま
で
本
制
度
創
設
に
係
る
検

討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

制
度
概
要

本
制
度
は
、
事
業
者
が
認
定
支
援
機
関
と
連

携
し
、
月
次
で
の
経
営
状
況
の
把
握
（
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
）
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
、
予
兆
の

早
期
発
見
と
経
営
改
善
を
促
す
も
の
で
す
。
本

制
度
の
理
念
は
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
事
業

者
自
身
が
経
営
を
理
解
し
、
支
援
者
と
の
対
話

を
通
じ
て
経
営
力
を
高
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
特
に
認
定

支
援
機
関
に
よ
る
伴
走
支
援
が
鍵
と
な
り
ま
す
。

認
定
支
援
機
関
の
皆
様
は
事
業
者
と
連
携
し
て

次
の
3
つ
の
取
組
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

①
月
次
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
︵
毎
月
の
経
営
状

況
把
握
︶

月
次
で
把
握
を
お
願
い
し
て
い
る
項
目
は
売

上
高
や
仕
入
・
外
注
費
、
借
入
金
等
の
実
績
及

び
今
後
6
ヶ
月
間
の
見
込
み
の
ほ
か
、
定
性
的

な
財
務
状
況
、
資
金
繰
り
状
況
、
経
営
課
題
等

で
す
。
例
え
ば
、
T
K
C
会
員
の
皆
様
が
普
段

実
施
さ
れ
て
い
る
月
次
巡
回
監
査
や
事
業
者
と

の
対
話
を
通
じ
て
経
営
状
況
を
把
握
す
る
よ
う

中
小
企
業
庁
事
業
環
境
部
金
融
課
課
長
補
佐︵
信
用
補
完
担
当
︶
金
子
貴
光

中小企業庁から

3
月
か
ら
の
新
た
な
信
用
保
証
制
度

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
強
化
型
特
別
保
証
制
度
」
の
概
要
と

認
定
支
援
機
関
へ
の
期
待

▪モニタリング強化型特別保証制度の創設

·  事業者の定期的な情報提供（モニタリング）の促進に一層の実効性を確保するため、事業者との定期的な接点を持つ支
援者の関与を含めつつ、事業者のインセンティブとなる信用保証制度を創設。

〈参考〉 円滑な事業再生等に向けたモニタリングの高度化に関する研究会　報告書（2025年3月）（抜粋）
（1）事業者の情報提供・モニタリング協力を前提とした信用保証の仕組み
事業者が地域金融機関や信用保証協会に情報を提供することで付加価値の高い支援・サービスを受けやすくなることが、情報共有
のインセンティブとして最も重要である。例えば、事業者の定期的な情報提供（モニタリング）の促進に一層の実効性を確保するた
め、事業者との定期的な接点を持つ支援者（例:税理士・公認会計士等）の関与を含めつつ、事業者のインセンティブとなる信用保証
の仕組みを設けることを早期に検討し、結論を得る。このとき、インセンティブはあくまで行動変容を促すきっかけとなるものであり、
その後も事業者が定期的な情報提供を継続して行う「継続性」の観点も踏まえた仕組みを設計することが重要となる。

· 毎月事業者とモニタリング（経営・財務状況等）を行い、定
期的に金融機関・信用保証協会に報告。

· 異変を察知した場合には、事業者・モニタリング者・金融機
関・信用保証協会で対話等を実施。

· 最終的には事業者が定期的な情報提供（自らの経営状況
の把握）を習慣化できるような設計を実施。

· モニタリングを主な要件
として、事業者のインセン
ティブとなる信用保証制
度を創設。

信用保証協会信用保証協会

認定経営革新等支援機関
（税理士等）

融資・モニタリング

信用保証モニタリング報告書

モニタリング報告書データ提供

モニタリング

金融機関中小企業・
小規模事業者

モニタリングの強化に向けた信用保証
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中小企業庁から

令
和
8
年
3
月
よ
り
、
新
た
な
信
用
保
証
制

度
で
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
強
化
型
特
別
保
証
制

度
（
以
下
、﹁
本
制
度
﹂
と
い
う
。）
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
本
制
度
は
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
（
以
下
、﹁
事
業
者
﹂
と
い
う
。）
が
認
定

経
営
革
新
等
支
援
機
関
（
以
下
、﹁
認
定
支
援

機
関
﹂
と
い
う
。）
と
連
携
し
、
自
ら
の
経
営

状
況
を
継
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
等
を
要
件
と

し
て
、
保
証
料
の
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。
本
制
度
が
事
業
者
の
皆
様
に
効

果
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
T
K
C
会
員

の
皆
様
な
ど
税
理
士
を
は
じ
め
と
し
た
認
定
支

援
機
関
の
方
々
の
本
制
度
に
対
す
る
ご
理
解
・

ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
稿
に
て
制
度
概

要
や
皆
様
へ
の
ご
期
待
等
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

制
度
創
設
の
背
景

本
制
度
に
係
る
議
論
は
、
令
和
6
年
12
月
よ

り
中
小
企
業
庁
に
て
開
催
さ
れ
た
﹁
円
滑
な
事

業
再
生
等
に
向
け
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
高
度
化

に
関
す
る
研
究
会
﹂
に
端
を
発
し
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
を
経
て
民
間
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
返
済
が
本

格
化
す
る
と
と
も
に
、
足
下
で
は
代
位
弁
済
率

や
倒
産
件
数
が
増
加
し
、
コ
ロ
ナ
前
の
水
準
に

戻
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
昨

今
で
は
、
価
格
高
騰
・
賃
上
げ
・
人
手
不
足
等
、

経
営
を
悪
化
さ
せ
得
る
要
因
が
多
様
化
し
つ
つ

あ
り
、
信
用
保
証
制
度
の
利
用
に
関
し
て
も
、

民
間
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
等
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
1
0
0

％
保
証
を
は
じ
め
と
す
る
保
証
付
融
資
が
増
加

し
、
保
証
協
会
が
実
質
的
に
メ
イ
ン
と
な
る
よ

う
な
事
業
者
が
増
加
し
て
い
る
状
況
で
す
。
こ

う
し
た
多
様
な
要
因
が
あ
る
中
、
事
業
再
生
の

現
場
で
は
、
例
え
ば
中
小
企
業
活
性
化
協
議
会

へ
の
案
件
の
持
ち
込
み
が
行
わ
れ
た
段
階
で
は

既
に
状
況
が
深
刻
化
し
、
円
滑
な
事
業
再
生
に

支
障
を
来
す
と
い
っ
た
事
案
が
発
生
し
て
お
り
、

事
業
者
に
お
け
る
経
営
状
況
悪
化
の
シ
グ
ナ
ル

に
対
し
て
早
期
の
予
兆
把
握
・
経
営
改
善
が
重

要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
で
、
事
業
者
自
ら

計
士
等
）
の
関
与
を
含

め
つ
つ
、
事
業
者
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る

信
用
保
証
の
仕
組
み
を

設
け
る
﹂
べ
き
と
の
方

向
性
を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。

こ
う
し
た
方
向
性
の

下
、
全
国
の
信
用
保
証

協
会
に
対
し
て
も
予
兆

管
理
に
関
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

多
く
の
協
会
で
金
融
機

関
や
支
援
者
と
の
連
携

に
よ
る
効
率
的
な
把
握

が
重
要
で
あ
る
と
い
う

声
や
、
予
兆
管
理
を
行

う
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
、

金
融
機
関
や
信
用
保
証

協
会
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
は
引
き
続
き
重
要

で
あ
る
一
方
、
加
え
て

一
定
程
度
の
経
営
支
援

能
力
の
あ
る
よ
う
な
税

理
士
等
の
視
点
も
合
わ

せ
て
複
眼
的
に
見
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
っ

が
日
頃
か
ら
経
営
状
況
を
把
握
す
る
習
慣
づ
け

が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

信
用
保
証
協
会
や
地
域
金
融
機
関
に
よ
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
だ
け
で
は
リ
ソ
ー
ス
制
約
等
の
観
点

か
ら
必
ず
し
も
十
分
な
対
応
を
行
え
て
い
な
い

こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

本
研
究
会
で
は
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
高
度
化
と
し
て
、
事
業
者
を

取
り
巻
く
関
係
者
の
更
な
る
連
携
深
化
の
下
、

事
業
者
か
ら
の
提
供
情
報
を
基
に
A
I
／
I
T

等
を
活
用
し
つ
つ
、
事
業
活
動
が
継
続
困
難
と

な
る
前
に
、
各
地
域
に
お
い
て
早
期
の
事
業
者

支
援
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
長
期
的
に
は
こ
う
し
た

デ
ー
タ
連
係
の
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、

短
期
的
に
は
、
事
業
者
の
情
報
提
供
・
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
協
力
を
前
提
と
し
た
信
用
保
証
の
仕
組

み
と
し
て
、﹁
事
業
者
の
定
期
的
な
情
報
提
供

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
の
促
進
に
一
層
の
実
効
性

を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者
と
の
定
期
的
な

接
点
を
持
つ
支
援
者
（
例
:
税
理
士
・
公
認
会

た
声
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
結
果
も
踏
ま

え
、
今
日
に
至
る
ま
で
本
制
度
創
設
に
係
る
検

討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

制
度
概
要

本
制
度
は
、
事
業
者
が
認
定
支
援
機
関
と
連

携
し
、
月
次
で
の
経
営
状
況
の
把
握
（
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
）
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
、
予
兆
の

早
期
発
見
と
経
営
改
善
を
促
す
も
の
で
す
。
本

制
度
の
理
念
は
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
事
業

者
自
身
が
経
営
を
理
解
し
、
支
援
者
と
の
対
話

を
通
じ
て
経
営
力
を
高
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
特
に
認
定

支
援
機
関
に
よ
る
伴
走
支
援
が
鍵
と
な
り
ま
す
。

認
定
支
援
機
関
の
皆
様
は
事
業
者
と
連
携
し
て

次
の
3
つ
の
取
組
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

①
月
次
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
︵
毎
月
の
経
営
状

況
把
握
︶

月
次
で
把
握
を
お
願
い
し
て
い
る
項
目
は
売

上
高
や
仕
入
・
外
注
費
、
借
入
金
等
の
実
績
及

び
今
後
6
ヶ
月
間
の
見
込
み
の
ほ
か
、
定
性
的

な
財
務
状
況
、
資
金
繰
り
状
況
、
経
営
課
題
等

で
す
。
例
え
ば
、
T
K
C
会
員
の
皆
様
が
普
段

実
施
さ
れ
て
い
る
月
次
巡
回
監
査
や
事
業
者
と

の
対
話
を
通
じ
て
経
営
状
況
を
把
握
す
る
よ
う

中
小
企
業
庁
事
業
環
境
部
金
融
課
課
長
補
佐︵
信
用
補
完
担
当
︶
金
子
貴
光

中小企業庁から

3
月
か
ら
の
新
た
な
信
用
保
証
制
度

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
強
化
型
特
別
保
証
制
度
」
の
概
要
と

認
定
支
援
機
関
へ
の
期
待

▪モニタリング強化型特別保証制度の創設

·  事業者の定期的な情報提供（モニタリング）の促進に一層の実効性を確保するため、事業者との定期的な接点を持つ支
援者の関与を含めつつ、事業者のインセンティブとなる信用保証制度を創設。

〈参考〉 円滑な事業再生等に向けたモニタリングの高度化に関する研究会　報告書（2025年3月）（抜粋）
（1）事業者の情報提供・モニタリング協力を前提とした信用保証の仕組み
事業者が地域金融機関や信用保証協会に情報を提供することで付加価値の高い支援・サービスを受けやすくなることが、情報共有
のインセンティブとして最も重要である。例えば、事業者の定期的な情報提供（モニタリング）の促進に一層の実効性を確保するた
め、事業者との定期的な接点を持つ支援者（例:税理士・公認会計士等）の関与を含めつつ、事業者のインセンティブとなる信用保証
の仕組みを設けることを早期に検討し、結論を得る。このとき、インセンティブはあくまで行動変容を促すきっかけとなるものであり、
その後も事業者が定期的な情報提供を継続して行う「継続性」の観点も踏まえた仕組みを設計することが重要となる。

· 毎月事業者とモニタリング（経営・財務状況等）を行い、定
期的に金融機関・信用保証協会に報告。

· 異変を察知した場合には、事業者・モニタリング者・金融機
関・信用保証協会で対話等を実施。

· 最終的には事業者が定期的な情報提供（自らの経営状況
の把握）を習慣化できるような設計を実施。

· モニタリングを主な要件
として、事業者のインセン
ティブとなる信用保証制
度を創設。

信用保証協会信用保証協会

認定経営革新等支援機関
（税理士等）

融資・モニタリング

信用保証モニタリング報告書

モニタリング報告書データ提供

モニタリング

金融機関中小企業・
小規模事業者

モニタリングの強化に向けた信用保証
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中小企業庁から

な
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
ま
す
。

②
経
営
状
況
の
異
変
へ
の
対
応

経
営
状
況
の
変
化
（
異
変
）
と
し
て
は
、
今

後
6
ヶ
月
以
内
に
資
金
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
状

況
や
、
主
要
取
引
先
に
お
け
る
経
営
状
況
の
悪

化
等
に
よ
る
収
益
性
の
大
幅
な
低
下
が
懸
念
さ

れ
る
状
況
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
事
業
者
の
置

か
れ
る
状
況
は
千
差
万
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

資
金
不
足
に
限
ら
ず
、
広
く
予
兆
を
把
握
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
し
、

異
変
を
察
知
し
た
場
合
に
は
、
事
業
者
・
認
定

支
援
機
関
、
金
融
機
関
、
信
用
保
証
協
会
で
対

話
を
行
い
、
今
後
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
認
識

合
わ
せ
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③
年
次
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告

年
に
1
度
、
金
融
機
関
及
び
信
用
保
証
協
会

に
対
し
て
、
決
算
書
や
定
性
情
報
等
に
基
づ
く

事
業
者
の
経
営
状
況
・
課
題
・
改
善
の
取
組
等

を
整
理
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

皆
様
に
期
待
す
る
こ
と

T
K
C
会
員
な
ど
税
理
士
を
は
じ
め
と
し
た

認
定
支
援
機
関
の
皆
様
に
は
、
本
制
度
の
理
念

と
実
際
の
制
度
運
用
を
結
び
つ
け
る
中
心
的
役

割
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
私
も
実
際
の
現
場
を
拝
見
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
例
え
ば
皆
様
が
行
わ
れ
て
い

る
T
K
C
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
月
次
巡
回
監

査
と
T
K
C
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
情
報
サ
ー
ビ
ス
は
、

本
制
度
の
理
念
と
極
め
て
親
和
性
が
高
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
月
次
の
訪
問
に
お
い
て
高
い
水

準
で
経
営
分
析
・
対
話
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
経
営
者
自
身
が
自
ら
の
経
営
状
況
を

深
い
レ
ベ
ル
で
把
握
し
、
経
営
力
を
大
き
く
高

め
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
制
度
の
最
終
的
な
狙
い
は
、
形
式
的
な
要

件
遵
守
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業
者
が
日
頃
か
ら

自
ら
の
経
営
を
理
解
し
、
必
要
な
対
策
を
支
援

者
の
適
切
な
関
与
の
も
と
主
体
的
に
講
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

事
業
者
が
支
援
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
事
業

者
自
身
が
習
慣
的
に
経
営
状
況
を
確
認
す
る
と

い
う
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
（
思
考
様
式
や
心
理
状

態
）
を
持
つ
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
も
、
皆
様
の
取
組
は
本
制
度
の
理
念

と
深
く
適
合
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
制
度
の
成
功
の
鍵
は
、
ま
さ
に
現
場
で
事
業

者
と
向
き
合
う
支
援
者
の
皆
様
の
取
組
に
あ
り

ま
す
。
本
制
度
の
活
用
、
好
事
例
の
創
出
に
ご
協

力
い
た
だ
き
つ
つ
、
引
き
続
き
事
業
者
の
伴
走
支

援
に
お
力
添
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
■

制度概要（案）

主な要件 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の
報告を行うことを誓約する書面を提出していること。

限 度 額 2.8億円
保証期間 10年（据置1年以内（運転資金）、3年以内（設備資金））
保証割合 80％保証
金　　利 金融機関所定利率

保証料率 借入金額に対し0.45％から1.90％とし、１年目（2026年度末まで）は国が1/2相当を補助。
（２年目以降は、補助の有無を含め未定）

実施時期 2026年3月16日取扱開始予定
取扱期限 2029年3月31日

備　　考 月次で認定経営革新等支援機関によるモニタリングを実施。金融機関及び保証協会に対しては年次の
モニタリング報告に加え、経営状況の変化を察知した場合は随時報告することを想定。

▪制度概要
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動画 ｢TKC FOCUSシリーズ｣

動画 金融機関のTKCモニタリング情報サービス活用事例

金融機関の皆さまにご視聴いただきたい動画のご案内

中小企業の経営や会計の課題にフォーカスし、専門家とともにその本質と解決策を探る番組です。地域経済を牽引する中小企
業の存続・発展を願って、今後5年間にわたり継続的にお届けします。
金融機関の経営トップの皆さまには、本動画の概要や視聴方法を記載したご案内状をお届けしました。

◉第1回「信頼できる決算書とは」
信頼できる決算書とは何か?  税理士と金融機関の連携を深めるための

仕組みや、中小会計要領チェックリストの役割を紹介します。さらに、加藤正敏
理事（日本商工会議所）・家森信善教授（元金融庁参与・神戸大学経済経営研究所）が、
その本質と“顔の見える関係”を築くための視点を語ります。

◉ご視聴いただいた金融機関の声
TKC会員が関与する事業者(融資先)のデフォルト率の低さは、金融機関に

とって極めて重要な事実であり、TKC会員への信頼が一層高まりました。
金融機関、税理士、事業者(融資先)の連携の重要性を再確認できました。

金融機関向けセミナー※で3機関に「TKCモニタリング情報サービス（以下、MIS）」の活用事例を講演いただきました。同金融機
関並びにセミナー主催者から許諾をいただき、講演の動画をTKCグループホームページに掲載しましたのでご案内します。
ぜひご視聴いただき、MISに対する金融機関の評価や活用事例をご確認ください。　※日本金融通信社（ニッキン）が主催する「FIT2025」

伊藤豊金融庁長官も視聴されました!

視 聴 方 法

視 聴 方 法

いずれかの方法でご視聴ください。

◉TKCグループホームページからご視聴ください。　https://www.tkc.jp/fx/bank/movie/

◉TKCモニタリング情報サービスまたはTKC経営指標(WebBAST)にログイン後の画面からご視聴くださ
い。

◉TKCグループホームページ　https://www.tkc.jp/fx/bank/
「TOP」メニュー、または「金融機関の皆様へ」メニューから申し込みのうえ、ご視聴ください。

▶足利銀行の活用事例（令和7年10月10日 東京会場でのご講演）

▶栃木県信用保証協会の活用事例（令和7年10月10日 東京会場でのご講演）

▶尼崎信用金庫の活用事例（令和7年9月4日 大阪会場でのご講演）

企画・制作 TKC全国会・株式会社TKC
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Ｆ
Ｘ
４
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ラ
ウ
ド

活
用
事
例

河上康洋税理士事務所
所長 河上康洋
福岡県福岡市博多区中洲4-6-12

姫島陽介社長

約3000点の機器を取り揃え、顧客第一のビジネスを展開

立澤克典福岡中央銀行筑紫通支店長河上康洋顧問税理士

月
次
決
算
、
経
営
計
画
策
定
を
励
行

─
─
創
業
は
２
０
１
１
年
だ
と
か
。

姫
島

も
と
も
と
今
と
同
じ
業
種
の
会

社
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
か
ら
ス
ピ
ン
オ
フ
し
た
形
で
す
。

知
り
合
い
の
会
社
に
間
借
り
を
し
、
机

二
つ
と
中
古
の
コ
ピ
ー
機
１
台
で
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。

─
─
土
木
・
建
築
現
場
で
使
用
さ
れ
る

計
測
・
測
量
機
器
の
レ
ン
タ
ル
が
主
な

事
業
と
聞
き
ま
し
た
。

姫
島

前
の
会
社
は
機
器
を
持
た
ず
に
、

レ
ン
タ
ル
し
た
も
の
に
マ
ー
ジ
ン
を
乗

せ
て
レ
ン
タ
ル
す
る
事
業
で
し
た
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
当
社
が
機
材
を
も
ち

な
が
ら
の
顧
客
満
足
度
が
高
い
能
動
的

な
ビ
ジ
ネ
ス
を
目
指
し
ま
し
た
。
飛
び

込
み
営
業
は
当
た
り
前
で
チ
ラ
シ
を
ま

い
た
り
、
伝つ

て手
を
頼
っ
た
り
と
、
数
年

は
も
が
い
て
い
ま
し
た
け
ど
（
笑
）。

─
─
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
り
始
め
た
の
は
？

姫
島

３
年
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
で
し
ょ

う
か
。
５
年
目
に
売
り
上
げ
が
１
億
円

を
突
破
し
ま
し
た
。
創
業
か
ら
税
務
顧

問
と
し
て
河
上
先
生
に
お
世
話
に
な
っ

て
い
て
、
そ
れ
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。

河
上
顧
問
税
理
士

初
年
度
か
ら
黒
字

で
決
算
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
今
年
で
15
期
連
続

で
黒
字
で
す
。

─
─
す
ご
い
で
す
ね
。

河
上

と
に
か
く
姫
島
社
長
は
勉
強
熱

心
な
ん
で
す
。
創
業
時
か
ら
Ｔ
Ｋ
Ｃ
シ

ス
テ
ム
（
Ｆ
Ｘ
シ
リ
ー
ズ
）
を
導
入
し

て
自
計
化
（
会
計
ソ
フ
ト
を
活
用
し
て

自
社
内
で
経
理
業
務
を
完
結
さ
せ
る
こ

と
）
に
も
取
り
組
み
、
月
次
決
算
は
も

と
よ
り
、
次
年
度
の
予
算
も
毎
期
策
定

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
当
事
務
所

が
開
催
す
る
「
経
営
者
塾
」
に
も
頻
繁

に
参
加
さ
れ
る
な
ど
、
経
営
者
と
し
て

の
真
面
目
さ
が
、
そ
の
後
の
成
長
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
と
く
に
こ
こ
数
年
は
年
商
が
倍
増

し
て
い
ま
す
ね
。

姫
島

社
員
の
成
長
が
大
き
い
と
思
い

ま
す
。
当
初
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
4
名
が
、

会
社
の
成
長
に
と
も
な
い
経
験
を
積
み
、

い
ま
で
は
部
下
を
持
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

河
上

フ
ロ
ン
ト
力
が
高
い
の
も
特
徴

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
電
話
応
対
や

Ｈ
Ｐ
な
ど
を
通
じ
て
、
顧
客
と
の
接
点

を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

姫
島

小
口
の
案
件
が
増
え
て
、
お
客

さ
ま
の
幅
が
広
が
っ
て
き
た
こ
と
も
成

長
の
要
因
で
し
ょ
う
。
土
木
・
建
築
の

案
件
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
店
舗
な

ど
か
ら
の
注
文
も
増
え
て
い
ま
す
。
現

在
、
４
５
０
種
類
ほ
ど
、
約
３
０
０
０
点

の
機
器
を
取
り
揃そ
ろ

え
て
い
ま
す
。

─
─
す
ご
い
数
で
す
ね
。

姫
島

他
社
と
競
合
し
よ
う
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
。
な
る
べ
く
友
好
的
に
横

の
つ
な
が
り
を
保
ち
な
が
ら
、
自
社
に

な
い
製
品
は
外
部
か
ら
調
達
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宮
崎
と
広
島
に
支
店
を
開

設
し
、
九
州
・
中
国
エ
リ
ア
に
絞
っ
て

展
開
し
て
い
ま
す
。

金
融
機
関
と
の
信
頼
関
係
構
築

─
─
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
福
岡
中
央
銀
行

さ
ん
と
は
親
密
な
関
係
な
の
だ
と
か
。

立
澤
支
店
長

当
行
の
担
当
者
と
一
緒

に
ア
ス
コ
ム
さ
ん
を
訪
れ
る
機
会
が
あ

り
、
そ
の
彼
女
が
従
業
員
の
方
と
親
し

そ
う
に
話
し
て
い
て
、
驚
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
従
業
員
の
方
全
員
の
名
前

を
覚
え
て
い
て
、
姫
島
社
長
の
こ
と
も

尊
敬
し
て
い
る
と
…
…
。
そ
う
し
た
彼

女
の
働
き
も
あ
っ
て
、
信
頼
関
係
が
構

築
さ
れ
、
こ
こ
10
年
で
ど
ん
ど
ん
取
引

が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

河
上

銀
行
員
の
か
が
み
で
す
ね
。

姫
島

実
は
、
当
社
の
従
業
員
も
銀
行

員
の
方
と
話
が
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
。
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
な
ん
か
を
相

談
し
た
い
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
、
福
岡

中
央
銀
行
の
方
が
飛
び
込
み
で
訪
れ
、

熱
心
に
話
し
か
け
て
こ
ら
れ
た
か
ら
、

こ
ち
ら
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
伴

走
し
な
が
ら
細
か
い
資
金
繰
り
の
相
談

に
も
乗
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
、
い
つ

の
ま
に
か
信
頼
関
係
が
醸
成
さ
れ
、
メ

イ
ン
バ
ン
ク
が
他
行
か
ら
福
岡
中
央
銀

行
さ
ん
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

河
上

そ
れ
と
、
ア
ス
コ
ム
さ
ん
で
は
、

計
数
管
理
が
緻
密
で
あ
る
こ
と
も
、
そ

う
し
た
信
頼
関
係
が
構
築
で
き
た
一
因

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

設　立　2011年4月
所在地　福岡県福岡市博多区那珂3-16-30
売上高　5億2000万円（2026年3月見込み）
従業員数　25名（正社員22名、パート2名、
　　　　シニアアドバイザー1名）

株式会社アスコム

創業以来15期連続黒字を支える
計数管理と信頼関係の構築

九州・中国地方を地盤に、建設現場で利用される計測・測量機器のレンタル業を展開するアスコム。
創業以来、15期連続黒字を継続する “経営力”はどこに由来するのか。姫島陽介社長とメインバン
クである福岡中央銀行の立澤克典筑紫通支店長、河上康洋顧問税理士の３名に話を聞いた。

アスコム 産業用機器レンタル業
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Ｆ
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４
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活
用
事
例

河上康洋税理士事務所
所長 河上康洋
福岡県福岡市博多区中洲4-6-12

姫島陽介社長

約3000点の機器を取り揃え、顧客第一のビジネスを展開

立澤克典福岡中央銀行筑紫通支店長河上康洋顧問税理士

月
次
決
算
、
経
営
計
画
策
定
を
励
行

─
─
創
業
は
２
０
１
１
年
だ
と
か
。

姫
島

も
と
も
と
今
と
同
じ
業
種
の
会

社
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
か
ら
ス
ピ
ン
オ
フ
し
た
形
で
す
。

知
り
合
い
の
会
社
に
間
借
り
を
し
、
机

二
つ
と
中
古
の
コ
ピ
ー
機
１
台
で
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。

─
─
土
木
・
建
築
現
場
で
使
用
さ
れ
る

計
測
・
測
量
機
器
の
レ
ン
タ
ル
が
主
な

事
業
と
聞
き
ま
し
た
。

姫
島

前
の
会
社
は
機
器
を
持
た
ず
に
、

レ
ン
タ
ル
し
た
も
の
に
マ
ー
ジ
ン
を
乗

せ
て
レ
ン
タ
ル
す
る
事
業
で
し
た
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
当
社
が
機
材
を
も
ち

な
が
ら
の
顧
客
満
足
度
が
高
い
能
動
的

な
ビ
ジ
ネ
ス
を
目
指
し
ま
し
た
。
飛
び

込
み
営
業
は
当
た
り
前
で
チ
ラ
シ
を
ま

い
た
り
、
伝つ

て手
を
頼
っ
た
り
と
、
数
年

は
も
が
い
て
い
ま
し
た
け
ど
（
笑
）。

─
─
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
り
始
め
た
の
は
？

姫
島

３
年
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
で
し
ょ

う
か
。
５
年
目
に
売
り
上
げ
が
１
億
円

を
突
破
し
ま
し
た
。
創
業
か
ら
税
務
顧

問
と
し
て
河
上
先
生
に
お
世
話
に
な
っ

て
い
て
、
そ
れ
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。

河
上
顧
問
税
理
士

初
年
度
か
ら
黒
字

で
決
算
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
今
年
で
15
期
連
続

で
黒
字
で
す
。

─
─
す
ご
い
で
す
ね
。

河
上

と
に
か
く
姫
島
社
長
は
勉
強
熱

心
な
ん
で
す
。
創
業
時
か
ら
Ｔ
Ｋ
Ｃ
シ

ス
テ
ム
（
Ｆ
Ｘ
シ
リ
ー
ズ
）
を
導
入
し

て
自
計
化
（
会
計
ソ
フ
ト
を
活
用
し
て

自
社
内
で
経
理
業
務
を
完
結
さ
せ
る
こ

と
）
に
も
取
り
組
み
、
月
次
決
算
は
も

と
よ
り
、
次
年
度
の
予
算
も
毎
期
策
定

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
当
事
務
所

が
開
催
す
る
「
経
営
者
塾
」
に
も
頻
繁

に
参
加
さ
れ
る
な
ど
、
経
営
者
と
し
て

の
真
面
目
さ
が
、
そ
の
後
の
成
長
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
と
く
に
こ
こ
数
年
は
年
商
が
倍
増

し
て
い
ま
す
ね
。

姫
島

社
員
の
成
長
が
大
き
い
と
思
い

ま
す
。
当
初
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
4
名
が
、

会
社
の
成
長
に
と
も
な
い
経
験
を
積
み
、

い
ま
で
は
部
下
を
持
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

河
上

フ
ロ
ン
ト
力
が
高
い
の
も
特
徴

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
電
話
応
対
や

Ｈ
Ｐ
な
ど
を
通
じ
て
、
顧
客
と
の
接
点

を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

姫
島

小
口
の
案
件
が
増
え
て
、
お
客

さ
ま
の
幅
が
広
が
っ
て
き
た
こ
と
も
成

長
の
要
因
で
し
ょ
う
。
土
木
・
建
築
の

案
件
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
店
舗
な

ど
か
ら
の
注
文
も
増
え
て
い
ま
す
。
現

在
、
４
５
０
種
類
ほ
ど
、
約
３
０
０
０
点

の
機
器
を
取
り
揃そ
ろ

え
て
い
ま
す
。

─
─
す
ご
い
数
で
す
ね
。

姫
島

他
社
と
競
合
し
よ
う
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
。
な
る
べ
く
友
好
的
に
横

の
つ
な
が
り
を
保
ち
な
が
ら
、
自
社
に

な
い
製
品
は
外
部
か
ら
調
達
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宮
崎
と
広
島
に
支
店
を
開

設
し
、
九
州
・
中
国
エ
リ
ア
に
絞
っ
て

展
開
し
て
い
ま
す
。

金
融
機
関
と
の
信
頼
関
係
構
築

─
─
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
福
岡
中
央
銀
行

さ
ん
と
は
親
密
な
関
係
な
の
だ
と
か
。

立
澤
支
店
長

当
行
の
担
当
者
と
一
緒

に
ア
ス
コ
ム
さ
ん
を
訪
れ
る
機
会
が
あ

り
、
そ
の
彼
女
が
従
業
員
の
方
と
親
し

そ
う
に
話
し
て
い
て
、
驚
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
従
業
員
の
方
全
員
の
名
前

を
覚
え
て
い
て
、
姫
島
社
長
の
こ
と
も

尊
敬
し
て
い
る
と
…
…
。
そ
う
し
た
彼

女
の
働
き
も
あ
っ
て
、
信
頼
関
係
が
構

築
さ
れ
、
こ
こ
10
年
で
ど
ん
ど
ん
取
引

が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

河
上

銀
行
員
の
か
が
み
で
す
ね
。

姫
島

実
は
、
当
社
の
従
業
員
も
銀
行

員
の
方
と
話
が
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
。
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
な
ん
か
を
相

談
し
た
い
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
、
福
岡

中
央
銀
行
の
方
が
飛
び
込
み
で
訪
れ
、

熱
心
に
話
し
か
け
て
こ
ら
れ
た
か
ら
、

こ
ち
ら
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
伴

走
し
な
が
ら
細
か
い
資
金
繰
り
の
相
談

に
も
乗
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
、
い
つ

の
ま
に
か
信
頼
関
係
が
醸
成
さ
れ
、
メ

イ
ン
バ
ン
ク
が
他
行
か
ら
福
岡
中
央
銀

行
さ
ん
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

河
上

そ
れ
と
、
ア
ス
コ
ム
さ
ん
で
は
、

計
数
管
理
が
緻
密
で
あ
る
こ
と
も
、
そ

う
し
た
信
頼
関
係
が
構
築
で
き
た
一
因

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

設　立　2011年4月
所在地　福岡県福岡市博多区那珂3-16-30
売上高　5億2000万円（2026年3月見込み）
従業員数　25名（正社員22名、パート2名、
　　　　シニアアドバイザー1名）

株式会社アスコム

創業以来15期連続黒字を支える
計数管理と信頼関係の構築

九州・中国地方を地盤に、建設現場で利用される計測・測量機器のレンタル業を展開するアスコム。
創業以来、15期連続黒字を継続する “経営力”はどこに由来するのか。姫島陽介社長とメインバン
クである福岡中央銀行の立澤克典筑紫通支店長、河上康洋顧問税理士の３名に話を聞いた。
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戦略経営者 2026.3

立
澤

そ
の
通
り
で
す
ね
。
ま
ず
月
次

決
算
が
早
い
。
締
め
切
り
が
翌
月
の
10

営
業
日
内
で
、
数
字
を
締
め
た
ら
即
、

「
Ｔ
Ｋ
Ｃ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
情
報
サ
ー
ビ

ス
」（
Ｍ
Ｉ
Ｓ※１
）
で
試
算
表
を
提
供
い

た
だ
け
る
の
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
会

社
の
状
況
が
分
か
る
。
わ
れ
わ
れ
金
融

機
関
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
限
り
で
す
。

─
─
「
経
営
者
保
証
」
も
す
べ
て
外
さ

れ
た
の
だ
と
か
。

立
澤
「
経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
よ
る
3
要
件
「
法
人
と
経
営
者
と
の

分
離
」「
財
務
基
盤
の
強
化
」「
財
務
の

正
確
な
把
握
・
情
報
開
示
」
は
、
河
上

先
生
の
指
導
と
Ｔ
Ｋ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
導

入
も
あ
っ
て
す
べ
て
満
た
し
て
い
ま
す

し
、
何
よ
り
常
に
黒
字
を
維
持
さ
れ
、

財
務
体
質
が
よ
い
で
す
か
ら
ね
。

河
上

ア
ス
コ
ム
さ
ん
は
、
経
営
者
保

証
を
外
す
こ
と
が
で
き
る
典
型
的
な
会

社
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
月
次
決
算
速
報
サ
ー
ビ
ス
」
を
活
用

─
─
シ
ス
テ
ム
の
利
用
状
況
は
？

姫
島

当
社
で
は
、
業
界
特
化
型
の
販

売
管
理
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
い
て
、
会

計
は
『
Ｆ
Ｘ
４
ク
ラ
ウ
ド
』、
給
与
は

Ｐ
Ｘ
シ
リ
ー
ズ
、
さ
ら
に
請
求
書
管
理

シ
ス
テ
ム
も
別
に
導
入
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
連
携
す
る
こ
と
で
業
務
を
効

率
化
し
て
い
て
、『
Ｆ
Ｘ
４
ク
ラ
ウ
ド
』

で
は
三
つ
の
営
業
所
別
の
業
績
管
理
を

実
践
し
、
各
営
業
所
の
損
益
を
常
に
モ

ニ
タ
ー
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
か

ら
「
月
次
決
算
速
報
サ
ー
ビ
ス※
２

」
も
利

用
し
て
い
ま
す
。

河
上

姫
島
社
長
は
、
と
て
も
お
忙
し

く
、
巡
回
監
査
の
時
に
在
席
さ
れ
な
い

こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
月
次
を
締
め

て
す
ぐ
に
主
要
な
経
営
指
標
を
メ
ー
ル

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

姫
島

従
来
は
、
月
次
試
算
表
を
印
刷

し
て
も
ら
っ
て
確
認
す
る
作
業
が
必
要

で
し
た
が
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

は
じ
め
て
か
ら
は
、
ど
こ
に
い
よ
う
と

ス
マ
ホ
で
前
月
の
変
動
損
益
計
算
書
、

純
売
上
高
の
内
訳
、
売
上
高
・
限
界
利

益
・
経
常
利
益
の
推
移
、
自
己
資
本
比

率
の
推
移
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
と
て
も
重
宝
し
て
い
ま
す
。

─
─
自
己
資
本
比
率
を
重
視
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
ね
。

姫
島

河
上
先
生
に
自
己
資
本
比
率
の

重
要
性
を
教
え
て
も
ら
い
、
創
業
以
来

ず
っ
と
数
字
の
向
上
に
つ
と
め
て
き
ま

し
た
。
昨
年
30
％
ま
で
向
上
し
、
設
備

投
資
な
ど
で
現
在
は
少
し
下
が
り
ま
し

た
が
、
最
終
的
に
は
50
％
程
度
に
ま
で

積
み
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
上

姫
島
社
長
は
、
従
業
員
や
取
引

先
を
大
事
に
考
え
て
い
て
、
そ
の
た
め

「
経
営
の
安
全
性
」
に
は
人
一
倍
気
を

使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

─
─
そ
の
「
安
全
性
」
が
顧
客
や
金
融

機
関
の
信
頼
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
は
？

立
澤

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
当
行

で
は
、
資
金
繰
り
だ
け
で
な
く
、
ビ
ジ

ネ
ス
面
で
の
相
談
に
も
乗
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
は

ア
ス
コ
ム
さ
ん
の
経
営
の
「
安
全
性
」

が
あ
り
ま
す
。

─
─
あ
ら
た
め
て
金
融
機
関
と
の
信
頼

関
係
は
大
事
で
す
ね
。

河
上

今
後
は
、「
金
利
の
あ
る
時
代
」

が
訪
れ
ま
す
。
経
営
者
、
金
融
機
関
、

税
理
士
の
3
者
間
の
交
流
の
機
会
を
増

や
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
支

援
を
通
し
て
利
益
を
出
し
て
い
く
体
制

づ
く
り
が
よ
り
必
要
に
な
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
ス
コ
ム

さ
ん
と
福
岡
中
央
銀
行
さ
ん
の
関
係
性

は
理
想
的
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
今
後
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

姫
島

現
在
48
歳
な
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ

次
の
世
代
へ
の
承
継
を
考
え
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
、
業
界
の
な
か
で

も
っ
と
名
前
を
知
っ
て
も
ら
う
努
力
も

必
要
で
す
。
社
内
体
制
の
整
備
も
課
題

で
、
評
価
制
度
や
給
与
体
制
な
ど
を
よ

り
整
備
し
て
働
き
や
す
い
職
場
を
つ
く

っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

立
澤

姫
島
社
長
は
、
社
員
を
と
て
も

大
事
に
さ
れ
て
い
る
印
象
で
す
。
従
業

員
は
基
本
的
に
正
社
員
で
雇
用
さ
れ
、

定
着
率
も
高
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
社

員
の
約
半
分
が
女
性
と
い
う
の
も
特
徴

だ
と
思
い
ま
す
。

姫
島

女
性
や
若
い
社
員
も
多
く
、
非

常
に
活
気
の
あ
る
職
場
だ
と
自
負
し
て

い
ま
す
。
育
児
休
暇
や
時
短
勤
務
を
は

じ
め
、
福
利
厚
生
に
つ
い
て
も
「
安
心

し
て
働
け
る
環
境
」
を
意
識
し
て
整
え

て
い
て
、
社
員
一
人
一
人
が
前
向
き
に

働
け
る
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
お
客
さ

ま
へ
の
価
値
提
供
に
つ
な
が
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

※1 TKCモニタリング情報サービス（MIS）…TKC会員事務所が毎月
の巡回監査と月次決算を実施した上で作成した月次試算表、
年度決算書などの財務情報を関与先企業からの依頼に基づいて、
金融機関に開示する無償のクラウドサービス

左端はアスコムの稲澤瞳課長、右端は河上税理士事務所の今村桃子巡回監査士補

※2 月次決算速報サービス…月次決算実施後の変動損益計算書、限界利益や
自己資本比率の推移などを経営者のスマホに届けるサービス。出張先でも
迅速な経営判断を行うことが可能になる
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金融機関名 本店
所在地 サービス開始日

利用申込件数

決算書等
提供

サービス

月次試算表
提供

サービス

政府系金融機関
1 日本政策金融公庫（国民生活事業） 東 京 都 平成30年10月 53,617 7,466
2 日本政策金融公庫（中小企業事業） 東 京 都 令和 2年12月 8,727 ─
3 商工組合中央金庫 東 京 都 平成29年 7月 8,432 2,320

都市銀行
1 三菱UFJ銀行 東 京 都 平成29年 2月 5,314 1,128
2 三井住友銀行 東 京 都 平成29年10月 4,362 624
3 りそな銀行 大 阪 府 平成29年10月 3,483 504
4 みずほ銀行 東 京 都 令和 元年 9月 3,422 556
5 埼玉りそな銀行 埼 玉 県 平成29年10月 2,348 469

地方銀行・第二地方銀行（上位50行）
1 静岡銀行 静 岡 県 平成29年 3月 4,962 1,517
2 八十二長野銀行 長 野 県 平成30年 5月 4,109 848
3 北洋銀行 北 海 道 平成29年 1月 3,727 510
4 足利銀行 栃 木 県 平成28年10月 3,546 913
5 千葉銀行 千 葉 県 平成29年 2月 3,381 643
6 中国銀行 岡 山 県 平成28年12月 3,269 645
7 北陸銀行 富 山 県 平成29年 4月 3,234 447
8 群馬銀行 群 馬 県 平成29年 1月 3,185 589
9 京都銀行 京 都 府 平成30年 7月 3,148 619
10 常陽銀行 茨 城 県 平成28年10月 2,606 515
11 広島銀行 広 島 県 平成28年11月 2,603 438
12 第四北越銀行 新 潟 県 平成29年 7月 2,565 706
13 あいち銀行 愛 知 県 平成31年 3月 2,489 475
14 西日本シティ銀行 福 岡 県 平成29年 5月 2,467 367
15 栃木銀行 栃 木 県 平成28年10月 2,448 561
16 武蔵野銀行 埼 玉 県 平成30年 8月 2,386 445
17 山陰合同銀行 島 根 県 平成28年11月 2,347 459
18 鹿児島銀行 鹿児島県 平成29年 7月 2,268 481
19 北國銀行 石 川 県 平成28年11月 2,226 359
20 名古屋銀行 愛 知 県 平成31年 2月 2,218 352
21 福岡銀行 福 岡 県 令和 元年 6月 2,148 397
22 七十七銀行 宮 城 県 令和 元年 6月 2,146 667
23 伊予銀行 愛 媛 県 平成28年11月 2,040 361
24 横浜銀行 神奈川県 平成28年12月 1,999 228
25 東邦銀行 福 島 県 平成29年 1月 1,940 338
26 百五銀行 三 重 県 平成28年10月 1,876 336
27 北海道銀行 北 海 道 平成29年 4月 1,818 250
28 京葉銀行 千 葉 県 平成29年 8月 1,808 340
29 十六銀行 岐 阜 県 平成28年12月 1,776 331
30 関西みらい銀行 大 阪 府 平成29年10月 1,757 221
31 滋賀銀行 滋 賀 県 平成29年 1月 1,719 385
32 きらぼし銀行 東 京 都 平成29年 7月 1,707 253
33 清水銀行 静 岡 県 平成29年 4月 1,669 701
34 三十三銀行 三 重 県 平成28年10月 1,584 288
35 池田泉州銀行 大 阪 府 平成29年 5月 1,582 229
36 大垣共立銀行 岐 阜 県 平成28年10月 1,568 272
37 トマト銀行 岡 山 県 平成28年12月 1,552 324
38 大光銀行 新 潟 県 平成29年 6月 1,438 471
39 沖縄銀行 沖 縄 県 平成28年11月 1,422 158
40 筑波銀行 茨 城 県 平成29年 3月 1,392 242
41 琉球銀行 沖 縄 県 平成29年12月 1,388 181
42 秋田銀行 秋 田 県 平成29年 5月 1,348 205
43 東和銀行 群 馬 県 平成28年10月 1,337 287
44 山口銀行 山 口 県 平成28年11月 1,328 264
45 百十四銀行 香 川 県 平成28年12月 1,303 205
46 宮崎銀行 宮 崎 県 平成28年11月 1,296 179
47 十八親和銀行 長 崎 県 平成29年 5月 1,284 152
48 岩手銀行 岩 手 県 平成30年 4月 1,263 230
49 山梨中央銀行 山 梨 県 平成29年 2月 1,246 310
50 仙台銀行 宮 城 県 平成28年12月 1,239 502

上記以外の地銀・第二地銀 計 34,072 6,680

金融機関名 本店
所在地 サービス開始日

利用申込件数

決算書等
提供

サービス

月次試算表
提供

サービス

信用金庫（上位30庫）
1 浜松磐田信用金庫 静 岡 県 平成29年 1月 2,931 882
2 京都信用金庫 京 都 府 平成28年11月 2,437 682
3 多摩信用金庫 東 京 都 平成29年 8月 2,337 485
4 埼玉縣信用金庫 埼 玉 県 平成30年12月 2,247 416
5 京都中央信用金庫 京 都 府 平成29年 1月 1,793 412
6 しずおか焼津信用金庫 静 岡 県 平成29年 6月 1,773 783
7 西武信用金庫 東 京 都 平成28年12月 1,526 296
8 大阪シティ信用金庫 大 阪 府 平成30年 5月 1,475 171
9 岐阜信用金庫 岐 阜 県 平成28年10月 1,400 221
10 島田掛川信用金庫 静 岡 県 平成30年11月 1,343 566
11 北海道信用金庫 北 海 道 平成29年 3月 1,327 169
12 城北信用金庫 東 京 都 平成30年 5月 1,309 218
13 広島信用金庫 広 島 県 平成30年 6月 1,301 129
14 横浜信用金庫 神奈川県 平成29年12月 1,287 114
15 尼崎信用金庫 兵 庫 県 令和 2年 2月 1,266 159
16 大阪信用金庫 大 阪 府 令和 元年12月 1,248 131
17 巣鴨信用金庫 東 京 都 令和 元年12月 1,247 228
18 飯能信用金庫 埼 玉 県 平成29年 6月 1,219 255
19 東京東信用金庫 東 京 都 平成29年 1月 1,187 177
20 川崎信用金庫 神奈川県 平成29年11月 1,149 97
21 朝日信用金庫 東 京 都 平成28年10月 1,127 135
22 おかやま信用金庫 岡 山 県 平成29年 9月 1,093 274
23 城南信用金庫 東 京 都 平成30年 2月 1,078 133
24 碧海信用金庫 愛 知 県 平成30年 7月 1,005 199
25 岡崎信用金庫 愛 知 県 平成28年10月 995 202
26 青梅信用金庫 東 京 都 平成28年12月 941 191
27 帯広信用金庫 北 海 道 平成29年 1月 925 85
28 北おおさか信用金庫 大 阪 府 平成31年 1月 923 163
29 鹿児島相互信用金庫 鹿児島県 平成30年 9月 920 243
30 瀬戸信用金庫 愛 知 県 平成29年 2月 894 125

上記以外の信用金庫 計 55,456 11,871

信用組合（上位5組合）
1 長野県信用組合 長 野 県 平成28年10月 1,155 420
2 茨城県信用組合 茨 城 県 平成29年12月 788 115
3 広島市信用組合 広 島 県 平成30年 2月 491 39
4 兵庫県信用組合 兵 庫 県 平成30年12月 455 93
5 新潟縣信用組合 新 潟 県 平成30年11月 390 97

上記以外の信用組合 計 8,156 1,966

信用保証協会（上位5協会）
1 北海道信用保証協会 北 海 道 令和 元年 6月 3,213 334
2 東京信用保証協会 東 京 都 令和 4年 4月 2,452 554
3 愛知県信用保証協会 愛 知 県 平成29年 5月 2,357 399
4 静岡県信用保証協会 静 岡 県 平成28年12月 2,199 880
5 岐阜県信用保証協会 岐 阜 県 平成30年 7月 1,329 204

上記以外の信用保証協会 計 17,874 4,718

金融機関業態区分 全金融
機関数

モニタリング情報サービス利用金融機関

金融機関数

利用申込件数

決算書等
提供

サービス

月次試算表
提供

サービス

1 都銀・政府系 10 10 92,764 13,534
2 地銀・第二地銀 96 95 141,229 27,876
3 信用金庫 254 247 97,159 20,212
4 信用組合 129 79 11,435 2,730
5 信用保証協会 51 47 29,424 7,089
6 その他 ─ 25 563 193

合計 540 503 372,574 71,634

■ 金融機関業態区分別集計

22

「ＴＫＣモニタリング情報サービス」
金融機関別 利用申込件数一覧 令和8年2月28日現在

※個人事業者の申込も件数に含まれます。



■ 都市銀行等
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
三井住友銀行
商工組合中央金庫
日本政策金融公庫（国民生活事業）
日本政策金融公庫（農林水産事業）
日本政策金融公庫（中小企業事業）
沖縄振興開発金融公庫

■ 北海道
北海道銀行
北洋銀行
北海道信用金庫
室蘭信用金庫
空知信用金庫
苫小牧信用金庫
北門信用金庫
伊達信用金庫
北空知信用金庫
日高信用金庫
渡島信用金庫
道南うみ街信用金庫
旭川信用金庫
稚内信用金庫
留萌信用金庫
北星信用金庫
帯広信用金庫
釧路信用金庫
大地みらい信用金庫
北見信用金庫
網走信用金庫
遠軽信用金庫
北央信用組合
札幌中央信用組合
空知商工信用組合
十勝信用組合
釧路信用組合
きたそらち農業協同組合
東神楽農業協同組合
十勝清水町農業協同組合
鹿追町農業協同組合
北海道信用保証協会

■ 青森県
青森みちのく銀行
東奥信用金庫
青い森信用金庫
青森県信用保証協会

■ 岩手県
岩手銀行
東北銀行
北日本銀行
盛岡信用金庫
一関信用金庫
北上信用金庫
花巻信用金庫
水沢信用金庫
岩手県信用保証協会

■ 宮城県
七十七銀行
仙台銀行
杜の都信用金庫
宮城第一信用金庫
石巻信用金庫
仙南信用金庫
気仙沼信用金庫
石巻商工信用組合
古川信用組合
仙北信用組合

■ 秋田県
秋田銀行
北都銀行
秋田信用金庫
羽後信用金庫
秋田県信用組合
秋田県信用保証協会

■ 山形県
荘内銀行
山形銀行
きらやか銀行
山形信用金庫
米沢信用金庫
鶴岡信用金庫
新庄信用金庫
北郡信用組合
山形中央信用組合
山形第一信用組合

■ 福島県
東邦銀行
福島銀行
大東銀行
会津信用金庫
郡山信用金庫

白河信用金庫
須賀川信用金庫
ひまわり信用金庫
あぶくま信用金庫
二本松信用金庫
福島信用金庫
福島県商工信用組合
いわき信用組合
相双五城信用組合
会津商工信用組合
福島県信用保証協会

■ 茨城県
常陽銀行
筑波銀行
水戸信用金庫
結城信用金庫
茨城県信用組合
茨城県信用保証協会

■ 栃木県
足利銀行
栃木銀行
足利小山信用金庫
栃木信用金庫
鹿沼相互信用金庫
佐野信用金庫
大田原信用金庫
烏山信用金庫
真岡信用組合
那須信用組合
栃木県信用保証協会

■ 群馬県
群馬銀行
東和銀行
高崎信用金庫
桐生信用金庫
アイオー信用金庫
利根郡信用金庫
館林信用金庫
北群馬信用金庫
しののめ信用金庫
あかぎ信用組合
群馬県信用組合
ぐんまみらい信用組合
群馬県信用保証協会

■ 埼玉県
埼玉りそな銀行
武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫
川口信用金庫
青木信用金庫
飯能信用金庫
熊谷商工信用組合
埼玉県信用保証協会

■ 千葉県
千葉銀行
千葉興業銀行
京葉銀行
千葉信用金庫
銚子信用金庫
東京ベイ信用金庫
館山信用金庫
佐原信用金庫
房総信用組合
銚子商工信用組合
君津信用組合
東日本信用漁業協同組合連合会
千葉県信用保証協会

■ 東京都
きらぼし銀行
東日本銀行
朝日信用金庫
興産信用金庫
さわやか信用金庫
東京シティ信用金庫
芝信用金庫
東京東信用金庫
東榮信用金庫
亀有信用金庫
小松川信用金庫
足立成和信用金庫
東京三協信用金庫
西京信用金庫
西武信用金庫
城南信用金庫
昭和信用金庫
東京信用金庫
城北信用金庫
瀧野川信用金庫
巣鴨信用金庫
青梅信用金庫
多摩信用金庫
文化産業信用組合
東京厚生信用組合
東信用組合

江東信用組合
青和信用組合
中ノ郷信用組合
七島信用組合
大東京信用組合
第一勧業信用組合
PayPay銀行
東京信用保証協会

■ 神奈川県
横浜銀行
神奈川銀行
横浜信用金庫
かながわ信用金庫
湘南信用金庫
川崎信用金庫
平塚信用金庫
さがみ信用金庫
中栄信用金庫
中南信用金庫
神奈川県医師信用組合
神奈川県歯科医師信用組合
神奈川県信用保証協会
横浜市信用保証協会
川崎市信用保証協会

■ 新潟県
第四北越銀行
大光銀行
新潟信用金庫
長岡信用金庫
三条信用金庫
新発田信用金庫
柏崎信用金庫
上越信用金庫
新井信用金庫
村上信用金庫
加茂信用金庫
新潟縣信用組合
興栄信用組合
はばたき信用組合
協栄信用組合
巻信用組合
新潟大栄信用組合
ゆきぐに信用組合
糸魚川信用組合
魚沼農業協同組合
新潟県信用農業協同組合連合会
えちご上越農業協同組合
新潟県信用保証協会

■ 富山県
北陸銀行
富山銀行
富山第一銀行
富山信用金庫
高岡信用金庫
新湊信用金庫
にいかわ信用金庫
氷見伏木信用金庫
砺波信用金庫
石動信用金庫
富山県医師信用組合
富山県信用組合
富山県信用保証協会

■ 石川県
北國銀行
金沢信用金庫
のと共栄信用金庫
はくさん信用金庫
興能信用金庫
金沢中央信用組合
石川県医師信用組合
石川県信用保証協会

■ 福井県
福井銀行
福邦銀行
福井信用金庫
敦賀信用金庫
小浜信用金庫
越前信用金庫
福井県信用保証協会

■ 山梨県
山梨中央銀行
甲府信用金庫
山梨信用金庫
山梨県民信用組合
都留信用組合
山梨県信用農業協同組合連合会
山梨県信用保証協会

■ 長野県
八十二長野銀行
長野信用金庫
松本信用金庫
上田信用金庫
諏訪信用金庫

飯田信用金庫
アルプス中央信用金庫
長野県信用組合
長野県信用農業協同組合連合会
長野県信用保証協会

■ 岐阜県
大垣共立銀行
十六銀行
岐阜信用金庫
大垣西濃信用金庫
高山信用金庫
東濃信用金庫
関信用金庫
八幡信用金庫
岐阜商工信用組合
飛騨農業協同組合
飛騨信用組合
益田信用組合
めぐみの農業協同組合
岐阜県信用保証協会
岐阜市信用保証協会

■ 静岡県
静岡銀行
スルガ銀行
清水銀行
静岡中央銀行
しずおか焼津信用金庫
静清信用金庫
浜松磐田信用金庫
沼津信用金庫
三島信用金庫
富士宮信用金庫
島田掛川信用金庫
富士信用金庫
遠州信用金庫
静岡県医師信用組合
静岡県信用農業協同組合連合会
ハイナン農業協同組合
静岡県信用保証協会

■ 愛知県
あいち銀行
名古屋銀行
愛知信用金庫
豊橋信用金庫
岡崎信用金庫
いちい信用金庫
瀬戸信用金庫
半田信用金庫
知多信用金庫
豊川信用金庫
豊田信用金庫
碧海信用金庫
西尾信用金庫
蒲郡信用金庫
尾西信用金庫
中日信用金庫
東春信用金庫
愛知県医師信用組合
豊橋商工信用組合
愛知県中央信用組合
愛知県信用保証協会
名古屋市信用保証協会

■ 三重県
三十三銀行
百五銀行
北伊勢上野信用金庫
桑名三重信用金庫
紀北信用金庫
三重県信用保証協会

■ 滋賀県
滋賀銀行
滋賀中央信用金庫
長浜信用金庫
湖東信用金庫
滋賀県信用組合
滋賀県信用保証協会

■ 京都府
京都銀行
京都信用金庫
京都中央信用金庫
京都北都信用金庫
京都信用保証協会

■ 大阪府
関西みらい銀行
池田泉州銀行
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪商工信用金庫
永和信用金庫
北おおさか信用金庫
枚方信用金庫
のぞみ信用組合

■ 兵庫県
但馬銀行
みなと銀行
神戸信用金庫
姫路信用金庫
播州信用金庫
兵庫信用金庫
尼崎信用金庫
日新信用金庫
淡路信用金庫
但馬信用金庫
西兵庫信用金庫
中兵庫信用金庫
但陽信用金庫
兵庫県医療信用組合
兵庫県信用組合
淡陽信用組合
兵庫県信用農業協同組合連合会
兵庫県信用保証協会

■ 奈良県
南都銀行
奈良信用金庫
大和信用金庫
奈良中央信用金庫
奈良県信用保証協会

■ 和歌山県
紀陽銀行
新宮信用金庫
きのくに信用金庫
紀南農業協同組合

■ 鳥取県
鳥取銀行
鳥取信用金庫
米子信用金庫
倉吉信用金庫
鳥取県信用保証協会

■ 島根県
山陰合同銀行
島根銀行
しまね信用金庫
日本海信用金庫
島根中央信用金庫
島根益田信用組合
島根県農業協同組合
島根県信用保証協会

■ 岡山県
中国銀行
トマト銀行
おかやま信用金庫
水島信用金庫
津山信用金庫
玉島信用金庫
備北信用金庫
吉備信用金庫
備前日生信用金庫
笠岡信用組合
岡山県信用保証協会

■ 広島県
広島銀行
もみじ銀行
広島信用金庫
呉信用金庫
しまなみ信用金庫
広島市信用組合
広島県信用組合
両備信用組合
広島県信用保証協会

■ 山口県
山口銀行
西京銀行
萩山口信用金庫
西中国信用金庫
東山口信用金庫
山口県信用組合
山口県信用農業協同組合連合会
山口県農業協同組合
山口県漁業協同組合
山口県信用保証協会

■ 徳島県
阿波銀行
徳島大正銀行
徳島信用金庫
阿南信用金庫
徳島県信用保証協会

■ 香川県
百十四銀行
香川銀行
高松信用金庫
観音寺信用金庫
香川県信用組合
香川県信用保証協会

■ 愛媛県
伊予銀行
愛媛銀行
愛媛信用金庫
宇和島信用金庫
東予信用金庫
川之江信用金庫
うま農業協同組合
愛媛たいき農業協同組合
愛媛県信用保証協会

■ 高知県
四国銀行
高知銀行
幡多信用金庫
高知県信用保証協会

■ 福岡県
福岡銀行
筑邦銀行
西日本シティ銀行
北九州銀行
福岡中央銀行
福岡信用金庫
福岡ひびき信用金庫
大牟田柳川信用金庫
筑後信用金庫
飯塚信用金庫
田川信用金庫
大川信用金庫
遠賀信用金庫
福岡県信用保証協会

■ 佐賀県
佐賀銀行
佐賀共栄銀行
唐津信用金庫
佐賀信用金庫
伊万里信用金庫
九州ひぜん信用金庫
佐賀東信用組合
佐賀西信用組合
佐賀県信用保証協会

■ 長崎県
十八親和銀行
長崎銀行
たちばな信用金庫
長崎三菱信用組合
西海みずき信用組合
長崎県信用保証協会

■ 熊本県
肥後銀行
熊本銀行
熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
天草信用金庫
熊本県信用組合
熊本県信用保証協会

■ 大分県
大分銀行
豊和銀行
大分信用金庫
大分みらい信用金庫
日田信用金庫
大分県信用組合
べっぷ日出農業協同組合
大分県信用保証協会

■ 宮崎県
宮崎銀行
宮崎太陽銀行
宮崎第一信用金庫
延岡信用金庫
高鍋信用金庫
宮崎県信用保証協会

■ 鹿児島県
鹿児島銀行
南日本銀行
鹿児島信用金庫
鹿児島相互信用金庫
奄美大島信用金庫
鹿児島興業信用組合
奄美信用組合
鹿児島県信用農業協同組合連合会
鹿児島県信用保証協会

■ 沖縄県
琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫
沖縄県信用保証協会
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